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［憲法］
〔Ｎo. １〕 次の文章は，平等原理について論じたものであるが，（ Ａ ）から（ Ｌ ）に

下記のアからタまでの語句を挿入した場合，後記１から５までのうちで正しい組合せ

となっているものはどれか。

「自由と（ Ａ ）に示される自由放任政策は，１９世紀において，社会経済生活

における自由競争を力づけ，資本主義の発展と高度化を促したが，他方，富の偏在，

（ Ｂ ）などの重大な社会問題を引き起こした。「すべての者に等しく自由を」と

いう市民国家の権利保障は，各人の事実上の不平等を問題にしなかった。（ Ｃ ）

は，権利主体や当事者の経済的・社会的地位を考慮しない抽象的普遍性の外観のもと

で，現実には，資本制社会の矛盾を激化させたのである。

市民社会がその矛盾を自ら克服することができない状態は，市民社会が自律性を失

ったことを意味し，その存立と補強のための国家の介入が必要となったことを意味す

る。（ Ｄ ）ではなく，生存に対する脅威から個人を解放し，人間に値する生活を

各人に保障することが国家の任務となった。市民法の体系からはみだす（ Ｅ ）が

形成せられ，所有権の絶対性と契約の自由の制限を手段とする（ Ｆ ）へと国家機

能の転換がみられるのである。２０世紀の憲法に登場する( Ｇ )と一連の( Ｈ )

はこのような事情を基本権の内容に反映させるものである。平等の観点からみた場合，

この国家機能の変化は，平等の意味を形式的なものから実質的なものへと転換させる

ことを意味し，（ Ｉ ）の理念を思想的根拠としている。

平等は，はじめは自由主義の原理であったが，ついで（ Ｊ ）の原理になる。国

民主権の下においては，法律は国民全体の意思の表現であり，国民の自治が実現する

のであるが，国民の平等な政治参加がその前提条件となる。政治の領域における平等

も，（ Ｋ ）を排除したほかは，市民の立場からみた国家に対する貢献の資格と能

力に応じた相対的な意味のものであった。財産・性別等を理由とする（ Ｌ ）から

出発したのはそのためである。しかし，政治の領域においても，各市民を正当に遇す

るために必要と考えられてきた伝統的な区別の要素が，国民の政治的統合にとり本質

的なものでないことが明らかになり，政治的権利の絶対的平等化が志向されるに至っ

た。１９世紀後半から２０世紀初頭にかけて進行する普通選挙，婦人参政，選挙年齢

の引き下げは，徹底した平等主義の方向を歩んでいる。」

ア 労働者の有産階級化 イ 労働立法や経済統制立法

ウ 国家権力による解放 エ 財産権の相対化

オ 財産の不可侵 カ 労働者の貧困，失業

キ 民主主義 ク 国家権力からの解放

ケ 社会国家ないし福祉国家 コ 社会的基本権

サ 配分的正義 シ 資本主義社会

ス 封建的特権 セ 不平等・制限選挙

ソ 所有権の自由と契約の自由 タ 平均的正義

１．（Ａ）オ，（Ｄ）ウ，（Ｆ）ケ，（Ｉ）タ，（Ｋ）ス

２．（Ｂ）カ，（Ｅ）イ，（Ｇ）ア，（Ｊ）シ，（Ｌ）セ

３．（Ａ）オ，（Ｃ）ソ，（Ｆ）ケ，（Ｈ）コ，（Ｋ）ス

４．（Ｂ）カ，（Ｄ）ウ，（Ｇ）ア，（Ｉ）サ，（Ｌ）セ

５．（Ａ）オ，（Ｃ）ソ，（Ｅ）イ，（Ｈ）コ，（Ｊ）シ
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〔Ｎo. ２〕 憲法改正手続に関し，次のＡからＦまでの事項を法律をもって定めた場合，憲法に

違反して許されないと考えられるもの（２個とは限らない。）の組合せは，後記１か

ら５までのうちどれか。

Ａ 憲法改正のための国民投票について憲法第９６条第１項は「過半数の賛成」を要

求しているが，国民投票において過半数の賛成があっても，その投票率が１０パー

セント未満の場合には国民の承認があったものとはせず，憲法改正は効力を生じな

いものと定めること。

Ｂ 憲法改正のための国民投票に際し，賛否の対象となる条項が複数あるときは，対

象条項ごとに賛否を問うのではなく，全部をまとめて賛否を問うことができるもの

とすること。

Ｃ 憲法改正の議案を国会に提出するには，衆議院においては議員２０人以上，参議

院においては議員１０人以上の賛成を要するものとすること。

Ｄ 憲法改正のための国民投票における投票方法は無記名投票とするが，国の根本規

範である憲法を改正するか否かについて主権者である国民自身の責任で判断するも

のであるから，投票の中に記名投票によるものがある場合でも，それを有効なもの

とすること。

Ｅ 憲法改正のための国民投票の投票権については，それが極めて重要な事項の判断

をするものであることに照らして，年齢の要件として参議院議員の被選挙権を有す

る者，すなわち満３０歳以上の者に与えるものとすること。

Ｆ 憲法改正案の各議院における審議の定足数については，議決をする場合を除いて，

一般の法律案の審議の場合と同様に，各議院の総議員の３分の１以上とすること。

１．Ａ Ｃ ２．Ｂ Ｄ ３．Ａ Ｆ ４．Ｄ Ｅ ５．Ｂ Ｅ

〔Ｎo. ３〕 国籍に関する次のＡからＥまでの記述のうち，正しいものを２個組み合わせたもの

は，後記１から５までのうちどれか。

Ａ 日本人でありながら戸籍に記載されていない者については，家庭裁判所の許可を

得てその本籍を設け戸籍に記載するという就籍の制度が戸籍法で認められているが，

就籍許可の家事審判の際には，申立人が日本国籍を有する事実を証明できなければ

許可の審判を受けることができない。したがって，就籍許可の家事審判は公法上の

地位である国籍の有無を確定する裁判手続としての性格を有するものであるから，

その手続は公開の法廷で対審手続により行われなければならない。

Ｂ 日本国憲法は国籍離脱の自由を認めているが（第２２条第２項），国家による国

籍のはく奪については規定を設けていない。したがって，国籍を有する者に対し一

定の場合に選挙権を制限することは可能であっても，いったん付与された日本国の

主権者たる地位そのものまでも法律で奪うことは認められず，単に外国の国籍を自

らの意思で取得したという理由だけで日本の国籍を失わせることは憲法上許されな

い。

Ｃ 日本国憲法は「日本国民たる要件は，法律でこれを定める。」（第１０条）と定

めるのみで，国籍の要件を何ら具体的に規定していないから，国籍の得喪に関する

事項については国会に広範な立法裁量権が認められるが，具体化する法律(国籍法)

は憲法の他の条項と調和しなければならず，国籍法がそれに反する場合には違憲の

問題を生じ得る。

Ｄ 国籍法で「出生の時に父が日本国民であるときには日本国籍を取得する。」とい

う定めをし，いわゆる父系優先血統主義を採用したと仮定した場合，この条項は憲

法第１４条に違反するとの見解によれば，この国籍法の下で日本人の母親と外国人
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の父親の間に出生した子は日本国籍を取得することになる。

Ｅ 憲法は，国籍取得の要件について出生地主義を採ることを要求しているわけでは

ないから，いわゆる血統主義を採用して，永住資格を持つ外国人を父母として日本

国内で出生した子であっても，無国籍者とならない限りは日本国籍を取得できない

とすることは合憲である。

１．Ａ Ｄ ２．Ａ Ｅ ３．Ｂ Ｃ ４．Ｂ Ｄ ５．Ｃ Ｅ

〔Ｎo. ４〕 次の文章の①から⑤までに後記ＡからＥまでの記述を適切な順序で挿入し，その

内に後記アからセまでの語句の中から適切なものを入れると（複数回使用する

語句もある。），宗教法人の解散命令の合憲性に関するまとまった論述となる。各記

述を正しい順序に挿入した後，第３番目，第１２番目の 内に入れるべき語句の

組合せ（ただし，順序は問わない。）として，正しいものは，後記１から５までのう

ちどれか。

「宗教法人法は，宗教団体が，礼拝の施設その他の財産を所有し，これを維持運用

し，その他その目的達成のための業務及び事業を運営することに資するため，所轄庁

の認証等所定の要件を満たすことを前提にして，宗教法人となることができるとする。

そして，法令に違反して著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為をした

場合等には，裁判所が解散を命ずることができると規定しているが，これは，会社の

解散命令と同趣旨のものと解される。このような宗教法人の解散命令の合憲性につい

て，以下検討する。まず，『①』。そうだとすると，『②』。次に，『③』。しかし，

『④』。このように，『⑤』。」

Ａ は，法人財産を信者から分離すること自体を目的としているわけではな

く，清算の結果そのような事態が生じ得るにすぎず，その支障は， の信仰

にとっては，間接的で事実上のものでしかない

Ｂ 一定の要件の下に法人格を剥奪する解散命令の制度は，法人格の有無を問題に

するのにとどまり， としての存在にまで干渉するわけではないことになる

から， の自由を侵すとはいえない

Ｃ この制度は， を対象とし，かつ，専ら によるものであるから，当

該法人が極めて違法性の高い行為をしたことを理由として解散命令が発せられる

場合には，信者らの に及ぼす影響を考慮しても，やむを得ない法的規制と

評価できる

Ｄ を行うなどの の自由との関係を検討すると, のこれらの行為

が に帰属する財産としての 等に依拠していたときは，解散命令の結

果，財産が清算されることによって，これらの行為に支障が生じないとはいえな

い

Ｅ の自由，すなわち，当該宗教目的を達成するための組織体を結成する自

由との関係が問題となる。この法律により法人格を付与され得る宗教団体は，憲

法上の宗教団体より ことになるが，法人格のない結社を作ることは自由で

あるから，法が法人格の取得に一定の要件を課していることは，憲法上許される

と考えられる

ア 広い イ 狭い ウ 解散命令 エ 世俗的側面

オ 精神的宗教的側面 カ 世俗的目的 キ 宗教的行為

ク 組織的犯罪行為 ケ 宗教法人 コ 信者 サ 礼拝の施設

シ 宗教上の儀式 ス 非宗教的結社 セ 宗教的結社

１．エ セ ２．オ コ 3．ク サ ４．ク ス ５．サ セ



- 4 -

〔Ｎo. ５〕 各議院の国政調査権に関する次のＡからＦまでの記述のうち，誤っているものはい

くつあるか。

Ａ ある人物が政治的・社会的に極めて大きな影響力を有するとの理由に基づく場合

には，その信条それ自体を調査目的とすることも許される。

Ｂ 現に裁判所に係属する私人間の民事訴訟事件に関する調査であっても，その調査

目的によっては違法ではない。

Ｃ 裁判官訴追委員会が特定の裁判官を訴追すべきか否かを調査することは，特に法

律が裁判官訴追委員会に認めた権能であり，各議院の国政調査権によるものと解す

るのは誤りである。

Ｄ 検察庁は準司法機関であり，検察権の行使もその性質は準司法作用であるから，

検察庁が現に捜査を行っている刑事事件について調査することは，目的のいかんを

問わず許されない。

Ｅ ある省庁の行政活動については調査し得るけれども，その省庁自体ではなく，そ

の監督下にある独立の法人格を有する公益法人の活動について調査することはでき

ない。

Ｆ 調査目的が，実質上ある中央省庁に所属する幹部職員の刑事責任の追及にある場

合には，違法な国政調査になる。

１．１個 ２．２個 ３．３個 ４．４個 ５．５個

〔Ｎo. ６〕 次のＡからＤまでの文章を，その[ ]内に後記アからサまでの語句の中から適切

なもの（使用する語句が１回とは限らない。）を選んで挿入した上，「『①』。しか

しながら，『②』。そして，『③』。もっとも，『④』。」と並べ換えると，裁判手

続と憲法との関係に関するまとまった論述となる。各文章を正しい順番に並べた後，

第３番目，第８番目，第１１番目の[ ]内に入れるべき語句の組合せ（ただし，順

序は問わない。）として正しいものは，後記１から５までのうちどれか。

Ａ [ ]との関係を考えた場合，現代においては，情報等に接し，これを摂取する

自由は，[ ]の派生原理として導かれると解すべきであるところ，[ ]は，情

報等を受領する上においてそれを補助補強するものとしての意義があり，また，受

領した情報を他者に伝達する上においても重要な役割を営むものと評価でき,

[ ]の自由は，[ ]を認める憲法の規定の精神に照らして尊重されるべきであ

る

Ｂ 憲法は[ ]を制度として保障しているが,このことを直接の根拠として,[ ]

に対して法廷において[ ]ことが憲法上保障されているということはできない

Ｃ [ ]の自由も，一定の合理的制限を受けることがあるのはやむを得ないという

べきであって，[ ]行為が法廷における公正かつ円滑な訴訟の運営を妨げる場合

には，それを制限又は禁止することも許されるが，そのような事態は通常はあり得

ないから，特段の事由がない限り，[ ]の自由に任せるべきである

Ｄ 前述のとおり，[ ]は制度として憲法上保障されており，[ ]は法廷におけ

る裁判を見聞することができるから，[ ]が法廷において[ ]ことは，その見

聞する裁判を認識，記憶するためにされるものである限り，尊重に値するものとい

わなければならない

ア 表現の自由 イ 取材の自由 ウ 裁判を受ける権利 エ 裁判の公開

オ メモを取る カ 事件を傍聴する キ 裁判を報道する ク 筆記行為

ケ 取材行為 コ 傍聴人 サ 報道機関

１．ア オ コ ２．イ キ サ ３．ウ カ ク ４．エ オ ク ５．イ カ ケ
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〔Ｎo. ７〕 次の文章は，未決勾留により拘禁された者（以下「被勾留者」という。）と１４歳

未満の者（以下「幼年者」という。）との接見について定めていた旧監獄法施行規則

に関するある判例の要約であるが，これに関する後記ＡからＥまでの記述のうち正し

いものはいくつあるか。

「被勾留者には一般市民としての自由が保障されるので，監獄法第４５条は，被勾

留者と外部の者との接見は原則としてこれを許すものとし，例外的に，逃亡又は罪証

隠滅のおそれが生ずる場合にはこれを防止するために必要かつ合理的な範囲内におい

て接見に制限を加えることができ，これを許すと監獄内の規律又は秩序の維持上放置

することのできない障害が生ずる相当の蓋然性が認められる場合には，その障害発生

の防止のために必要な限度で接見に合理的制限を加えることができるとしているに過

ぎず，この理は，被勾留者との接見を求める者が幼年者であっても異なるところはな

い。これを受けて，監獄法第５０条は法務省令をもって，面会の立会，場所，時間，

回数等，面会の態様についてのみ必要な制限をすることができる旨を定めているが，

命令によって許可基準そのものを変更することはもとより許されない。ところが，旧

監獄法施行規則第１２０条は，原則として被勾留者と幼年者との接見を許さないとす

る一方で，同規則第１２４条がその例外として限られた場合に監獄の長の裁量により

これを許すこととしている。したがって，これらの規定は，たとえ事物を弁別する能

力の未発達な幼年者の心情を害することがないようにという配慮の下に設けられたも

のであるとしても，それ自体，法律によらないで，被勾留者の接見の自由を著しく制

限するものであって，法律の委任の範囲を超えるものといわなければならない。」

Ａ この判例は，委任立法の司法審査について，立法権の行政権への授権自体の合憲

性について判断を示したのではなく，委任立法の内容的な適法性について判断を示

したいわゆる越権審査に関するものである。

Ｂ 憲法第３章の「国民の権利及び義務」の「国民」には未成年者も当然に含まれる

が，未成年者は未だ成熟した判断能力を持たないので，一般的にはその基本権の制

約は成人の場合よりもやや緩やかに認めるべきであるとする説もあるが，この判例

は，被勾留者との接見の権利については，１４歳未満の者に対してもその者の人格

的自律権を尊重して積極的に保障すべきことを認めている。

Ｃ この判例は，被勾留者の接見交通の事案についてのみ判断を示したものであるが，

監獄内の規律又は秩序の維持が被勾留者の権利制限の根拠になるというのであるか

ら，刑事裁判の判決確定前か否かで被拘禁者に対し異なる取扱いをすべき理由はな

く，一般的に，監獄内に拘禁中の者の権利・自由を制限できる範囲は，受刑者の場

合も被勾留者の場合と原則として同じである。

Ｄ この判例で問題とされている親族との接見は，被疑者・被告人の防御権の保障と

いう観点から憲法第３４条又は第３７条で保障されているものと解するべきである

が，被勾留者の外部交通の自由という観点から人格的権利として憲法第１３条でも

保障されているものと解することもできる。

Ｅ この判例は，被勾留者との関係で旧規則第１２０条は法第５０条の委任の範囲を

超えていると判断しているが，拘禁施設という特殊な環境から幼年者の心情を保護

し，幼年者の将来に悪影響を及ぼさないようにするという目的の合理性を否定して

いるものではなく，監獄を訪れる幼年者の保護も法の目的に含まれているのである

から，旧規則第１２０条は法律を実施するためのいわゆる執行命令としての性格を

も有していることになり，その面からは違法無効なものとはいえない。

１．０個 ２．１個 ３．２個 ４．３個 ５．４個
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〔Ｎo. ８〕 次の教授甲と学生乙の会話の（ ）内に「第２９条第２項」「第３１条」「第４１

条」のいずれかを挿入した上，〔ア〕から〔ケ〕までに適当な語句を入れると，ある

憲法問題に関するまとまった会話となる。〔 〕内に入る語句として正しいものの組

合せは，後記１から５までのうちどれか。

甲 「ある法律では，自分の所有地であっても，その土地の形質の変更を行うには行

政庁の許可が必要とされているとする。この場合，行政庁がその内部で設けた許可

基準を公表しないまま，申請に対して不許可処分をしたときに，行政手続法上の問

題は別として，どのような憲法問題があり得ますか。」

乙 「内部的にせよ，そういう基準がある以上，それを申請者に知らせて〔ア〕の機

会を与えるべきですから，（ ）の定める適正手続に違反するのではないかという

問題が起こります。」

甲 「〔イ〕の問題ですね。それもそうだが，許可基準を法律で定めていない点をと

らえて，法律によらずに国民の権利・自由を制限することは適正手続に反するもの

として，（ ）違反だという議論はできないのだろうか。」

乙 「国民の権利・自由を制限するには法律によらなければならないということは，

むしろ（ ）から出てくる要請ではないでしょうか。また，設例のような〔ウ〕の

場合には，（ ）からも同様のことがいえると思いますが。」

甲 「よく勉強していますね。一般に適正手続というと〔エ〕に関することのように

思われがちですが，そもそも権利・自由を制限するためには，それが法律に基づき

法律に従って行われること自体が，まさに適正な手続だといえますよね。」

乙 「逆にいうと，法律によらない権利・自由の制限は，適正な手続によるものとは

認められないということですね。」

甲 「そうです。〔オ〕が（ ）に含まれるかという議論があるが，同条は〔オ〕の

保障を含むとするのが通説でしょう。つまり，（ ）は，単に〔カ〕を科す場合の

手続を法律で定めるというだけでなく，〔キ〕とそれに対する〔カ〕も法律で定め

るべきことを要請しているわけです。」

乙 「なるほど。そこで，（ ）は，〔エ〕だけでなく〔ク〕についても適正手続を

要請している場合があるとの解釈を前提にすれば，権利・自由を制限する場合にも

法律で定めるべきだということが出てくるのですね。」

甲 「そうです。それは同時に，先程話に出た（ ）の問題でもあり，〔ウ〕の場合

なら（ ）の問題でもあるでしょう。要するに，これらの条項に競合的に違反する

ということで良いと思います。ただ，このうち（ ）は〔ケ〕に関する原理を定め

ているものであることからすれば，訴訟で人権問題として争うとすると（ ）の方

が使いやすいということはあるでしょう。」

１．〔ア〕に「主張と証拠提出」，〔キ〕に「人権保障」

２．〔イ〕に「告知と聴聞」，〔ケ〕に「国民主権」

３．〔ウ〕に「平等原則違反」，〔カ〕に「刑罰」

４．〔エ〕に「行政手続」，〔オ〕に「罪刑法定主義」

５．〔ウ〕に「財産権」，〔ケ〕に「国家の行為」

〔Ｎo. ９〕 次のＡからＥまでの記述のうち，誤っているものはいくつあるか。

Ａ 予算について参議院で衆議院と異なった議決をした場合，両院協議会を開催しな

ければならず，同協議会で成案が得られたときは，その成案が国会の議決となる。

Ｂ 衆議院の可決した予算の送付を受けた参議院が議決しないうちに衆議院が解散さ

れた場合，衆議院の可決した予算の送付を受けてから３０日の期間が経過しても予
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算は成立しない。

Ｃ 財政投融資（政府又はそれに準ずる機関が，財政の機構を通じて得られる資金又

は政府の影響のもとにある資金を一定の目的に従って出資若しくは融資すること）

は，仮に，その性質上，財政民主主義を規定する憲法第８３条の範囲外であるとし

ても，宗教上の組織又は団体のための利用に供することはできない。

Ｄ 内閣は，新たな会計年度の開始前に予算が成立しない事態に備えて暫定予算を作

成することができる。暫定予算は，当該会計年度の予算が成立するまでの緊急措置

であるから，暫定予算に基づく支出又はこれに基づく債務の負担がある場合は，当

該会計年度の予算にこれを組み入れて事後的に国会の議決を受けなければならない。

Ｅ 予備費は予見しがたい予算の不足に当てるために設けられるものであるから，既

に予算が成立した後に予算を伴う法律を制定する場合は，その施行を翌会計年度と

するか，または補正予算の措置を採るべきであって，予備費を充てることはできな

い。

１．１個 ２．２個 ３．３個 ４．４個 ５．５個

〔Ｎo.１０〕 次のＡからＥまでの記述のうち，正しいものを２個組み合わせたものは，後記１か

ら５までのうちどれか。

Ａ 裁判を受ける権利を保障している憲法第３２条は，憲法第３７条第１項と異なり

「公平な裁判所」で裁判を受けることを明文では保障していないが，刑事手続と民

事・行政訴訟手続とではその保障が異なる理由はないから，その保障はすべての裁

判について及ぶものと解すべきである。そして，これを具体化した原則の一つとし

て「何人も自己の関与する事件に関し裁判官たるべからず。」という法格言があり，

例えば，最高裁判所の規則制定の合憲性が争われている行政訴訟については，その

規則制定に関与した最高裁判所裁判官は，その上告審の裁判に関与することができ

ないことになる。

Ｂ 事件につき予断を抱いている裁判官による裁判は公平な裁判とはいえない。した

がって，ある訴訟事件の審理の前にその事件の保全処分を担当した裁判官は，その

訴訟事件に関する資料を保全処分を出す際に検討して既に心証を形成しているので，

その訴訟事件を担当することはできない。

Ｃ 行政庁は，終審としてでなければ裁判を行ってもそれが直ちに憲法違反というこ

とはできないので，行政庁は行政処分を受けた者の申立てに基づき処分の当否につ

いて行政不服審査を行うことができる。この場合，行政庁による審査ではあるが，

審査の公正を保つため，処分を行った者と不服審査の判断をする者は，別々でなけ

れば憲法第３２条に違反することになる。

Ｄ 憲法第３７条第１項で保障されている「公平な裁判所」とは，裁判所の構成等に

おいて公平さの保障がなされていなければならない趣旨であるが，実際に地方裁判

所で関与した事件を高等裁判所で担当しなければ，ある裁判官が地方裁判所と高等

裁判所の裁判官を兼務することも許される。

Ｅ 憲法で保障されている「公平な裁判所」による裁判とは，偏ぱや不公平のおそれ

のない構成等による裁判をいうのであって，仮に，ある裁判において，裁判所の事

実認定や法令解釈に多くの誤りがあり適正妥当な結論とは正反対の結論を出した場

合であっても，そのことを理由に公平な裁判所による裁判を受ける権利が侵害され

たということはできない。

１．Ａ Ｂ ２．Ｂ Ｃ ３．Ｃ Ｄ ４．Ｄ Ｅ ５．Ｅ Ａ
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〔Ｎo.１１〕 次の文章の【 】内に下記アからオまでのうちの適当な文章を補って挿入すると営

業の自由に関するまとまった論述となる。【 】内に入れるべき文章に関する後記１

から５までの記述のうち，もっとも適切なものはどれか。

「営業の自由の制限は，通常，その目的に応じて，消極的（警察的）制限と積極的

（政策的）制限とに大別される。前者の制限は，当該営業行為により社会や他人に害

悪を及ぼすのを未然に防止するための制限である。【Ａ】。

この場合，制限の目的は害悪の発生を防止することにあるから，なんら害悪を及ぼ

す可能性のない営業行為を制限することは許されない。

すなわち，消極的制限が合憲とみなされるためには，まず第一に，【Ｂ】。換言す

れば，【Ｃ】。ただし，【Ｄ】。第二に，【Ｅ】。この点を明らかにしたのが，薬事

法の定める薬局の適正配置規制を違憲とした最高裁判所判決である。ここで最高裁判

所は，薬局営業に対する許可規制を，不良医薬品の供給防止を目的とする保健衛生上

の制限，すなわち，消極的制限としてとらえ，許可条件の一つとして定められていた

距離制限を，前記目的達成のための手段としては行き過ぎであるとしたのである。」

ア 当該営業行為の制限を必要とする社会的事実（いわゆる立法事実）の存在が明ら

かにされなければならない

イ 何人も社会や他人に害悪を及ぼす自由は有しないということは，すべての人権に

内在する限界であるから，この制限は，営業の自由の内在的制約とみることができ

る

ウ 制限の程度・手段は，害悪の防止という目的達成のための，必要最小限度のもの

にとどまらなければならない

エ 当該営業行為が何らの制約もなくなされたならば発生するであろう害悪の存在が

証明されなければならない

オ いわゆる「優越的地位」にある精神的自由の場合とは違って，この場合には，害

悪発生の抽象的危険をもって足りるとすべきであろう

１．Ａの前の部分では消極的制限について述べているのだから，Ａにはその制限の性質に関

する記述であるイが入り，Ｅには消極的制限が合憲とみなされる二番目の要件であるエが

入る。

２．Ｂには消極的制限が合憲とみなされる要件のうちの一つであるウが入り，それとの関連

でＤにはアが入る。

３．ＣはＢと同義的文言が入らなければならないから，Ｃにはオが入り，Ｅには消極的制限

が合憲とみなされる二番目の要件であるイが入る。

４．Ａの前の部分では消極的制限について述べているのだから，Ａにはその制限の程度に関

する記述であるウが入り，それとの関連でＤにはオが入る。

５．Ｂには消極的制限が合憲とみなされる要件のうちの一つであるエが入り，ＣにはＢと同

義的文言が入らなければならないからアが入る。

〔Ｎo.１２〕 次のＡからＥまでの記述のうち，正しいものはいくつあるか。

Ａ 最高裁判所規則は，実質的意味の立法に当たり，国民の権利義務に関わるものも

あるから，法律，政令等と同様に，内閣の助言と承認に基づく天皇による公布が憲

法上必要とされている。

Ｂ 議院規則は，通常，議院の内部規律を定めるにすぎないから，憲法上公布が必要

とされていない。

Ｃ 法律は，官報，新聞その他国民が周知し得るような方法で公布することにより成

立する。
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Ｄ 主任の国務大臣，内閣総理大臣は，法律につき，署名，連署の義務を負うもので

あるが，署名，連署を欠く法律も効力を否定されるものではない。

Ｅ 条約は，それだけでは直ちに国内法的効力が生じないものでも，また，国家間の

権利義務に関わり直接国民の権利義務に関わらないものでも，天皇による公布の対

象となる。

１．１個 ２．２個 ３．３個 ４．４個 ５．５個

〔Ｎo.１３〕 次の会話は，学生３人が租税法律主義について話し合っているものであるが，学生

Ｂの①から⑤までの発言のうち正しいものを２個組み合わせたものは，後記１から５

までのうちどれか。

Ａ 「税金というのは一方的に賦課・徴収されたりしてしまうのでその仕組みは難し

くてよくわからないが，憲法第８４条でいう租税法律主義とは，何が法律で定めら

れている必要があるということなのかな。」

Ｂ 「要するに，課税要件，つまりそれを満たすと納税の義務が成立するという実体

的な要件を明確に定めろということに尽きるよ。具体的にいえば，まず，誰が納税

義務を負うのかという納税義務者，何に対して課税するかという課税物件，それを

金額，価額，数量等で示した課税標準，そして，税率という４つの要件を法律で明

確に定めておくことを意味するわけだ。」・・・①

Ａ 「確かにその４つを決めれば税金の具体的な額が決められるとは思うが，そのせ

いか実際の法律は非常に複雑で難解だね。すべての税金についてそんなに詳しく法

律で決めておかなければいけないのかな。」

Ｂ 「委任を必要とする特別の事情があれば法律が他の法形式に委任することが認め

られるが，その場合でも，法律による委任は，明示的，具体的，個別的でなければ

ならないんだ。」・・・②

Ａ 「厳格なんだね。そうすると，地方税の課税要件等についての具体的な定めは条

例によることとしている地方税法の規定は問題ないのだろうか。」

Ｂ 「地方税を国の課税権の一部が分与されたものととらえる立場からは，地方税も

当然に法律の根拠を必要とするが，地方自治の本旨の要請から法律の定める範囲内

で地方公共団体の自治権に委ねるのが適当であり，国税と異なり大幅に条例に委任

することができると解されているよ。」・・・③

Ｃ 「地方公共団体の課税権は地方自治に不可欠なものであるから，地方公共団体の

固有の権能とみるべきではないかな。」

Ｂ 「その立場によれば，地方税については憲法第８４条の『法律』は『条例』と読

み替えることになる。『代表なくして課税なし』という原則からすれば，住民を代

表する地方議会が制定する条例が，国民の代表議会である国会の制定する法律に対

応することになるからね。」・・・④

Ｃ 「国税についてはおびただしい数の解釈通達が出されているが，あれはどういう

意味を持っているのかな。」

Ｂ 「通達は，一般的には上級官庁が下級官庁に対して，法規の運用等の準則や解釈

基準を示すもので，それ自体としては法規の性質を有しないとされているけれども，

租税に係る法律で定める課税要件の文言が抽象的で一定の幅のある解釈をする余地

があるときなど，行政庁による解釈の補充を必要とする場合には，上級庁がその専

門的判断の結果として通達で示す公権解釈が，法律の施行に必要な法規としての効

力を持つことになるんだよ。」・・・⑤

１．① ② ２．① ③ ３．② ④ ４．③ ⑤ ５．④ ⑤
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〔Ｎo.１４〕 日本国憲法の地方自治に関する次のＡからＥまでの記述のうち明らかに誤っている

ものを２個組み合わせたものは，後記１から５までのうちどれか。

Ａ 地方自治の保障に関し，地方公共団体の自然権的・固有権的基本権を保障したも

のとみる見解と，地方自治という歴史的・伝統的・理念的な公法上の制度を保障し

たものとみる見解とでは，国家と地方公共団体の関係をどうみるかについての基本

的な考え方が異なる。しかし，憲法第９２条にいう「地方自治の本旨」の内容の具

体的判断に当たっては，前者の見解では地方公共団体の固有の自治事務は何かが，

後者の見解では地方自治制度の本質的内容ないし核心的部分は何かが問題になるの

であるから，両者の間にそれほど大きな差異があるわけではない。

Ｂ 法律で，「町村は，条例で，議会を置かず，これに代えて，選挙権を有する者の

総会を設けることができる。」と定めることは，地方公共団体には議事機関として

議会を設置し，地方公共団体の議会の議員は住民が直接これを選挙する旨規定して

いる憲法第９３条に違反する。

Ｃ 憲法上の地方公共団体といい得るためには，事実上住民が経済的文化的に密接な

共同生活を営み，共同体意識を持っているという社会的基盤が存在し，沿革的にみ

ても，また現実の行政の上においても，相当程度の自主立法権，自主行政権，自主

財政権等地方自治の基本的権能を付与された地域団体であることを必要とする。し

たがって，政令指定都市の区は，憲法上の地方公共団体とはいえない。

Ｄ 都道府県知事は，法律に基づき委任された国の事務（いわゆる機関委任事務）を

処理する関係においては，国の機関としての地位を有し，主務大臣の指揮監督を受

けるべきものとされている。この関係については，あくまでも国の機関としての地

位を有するのであるから，いわゆる上命下服の関係にある国の本来の行政機構内部

における指揮監督の方法と同様の方法を採用しても，都道府県知事本来の地位の自

主独立性を害し地方自治の本旨に反することはない。

Ｅ 特定の地方公共団体の地域の住民にのみ不利益を及ぼすような法律であっても，

国の事務や組織について規定し，地方公共団体の組織，運営，権能に関係ないもの

は，憲法第９５条にいう「一の地方公共団体のみに適用される特別法」に該当しな

い。

１．Ａ Ｃ ２．Ａ Ｄ ３．Ｂ Ｄ ４．Ｂ Ｅ ５．Ｃ Ｅ

〔Ｎo.１５〕 次のＡからＦまでの文章を，その〔 〕内に適切な語句（４種類の語句がある）

を挿入した上，「『①』。その結果，『②』。したがって，『③』。殊に，『④』。

また，『⑤』。したがって，『⑥』。」と並べ換えると表現の自由の規制に関するま

とまった論述となる。④から⑥に挿入する文章の順番として正しいものは，後記１か

ら５までのうちどれか。

Ａ 〔 〕を規制する法律の規定は，それ自体〔 〕な基準を示すものでなけれ

ばならない

Ｂ 〔 〕を規制する法律の規定が〔 〕であって，何が規制の対象となり，何

がその対象とならないのかが〔 〕な基準をもって示されていないときは，国民

に対してどのような行為が規制の対象になるのかを適正に告知する機能を果たして

おらず，また，規制機関による恣意的な適用を招く危険がある

Ｃ 〔 〕を規制する法律の規定自体が何を規制の対象としているのかという点に

ついて〔 〕でないとしても，憲法上規制することが許されない行為までをも規

制の対象とするものである場合には，同様に本来許されるべき行為の自己抑制を招

くものといわなければならない
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Ｄ 国民がその規定の適用を恐れて本来自由にすることができる範囲に属する

〔 〕までをも差し控えるという効果の生ずることを否定できない

Ｅ 〔 〕を規制する法律の規定の適用範囲が広範に過ぎ，当該規定が本来規制の

許されるべきでない場合にまで適用される可能性を無視し得ない場合には，やはり

憲法第２１条第１項によって違憲無効と判断されなければならない

Ｆ 〔 〕の規制が事前のものである場合には，その規定は，立法上可能な限り

〔 〕な基準を示すものであることが必要である。それ故，〔 〕を規制する

法律の規定が，国民に対し何が規制の対象となるのかについて適正な告知をする機

能を果たし得ず，また，規制機関の恣意的な適用を許す余地がある程に〔 〕な

場合には，その規定は，憲法第２１条第１項に違反し，無効であると判断されなけ

ればならない

１．Ｄ Ｆ Ｅ ２．Ｆ Ｃ Ｅ ３．Ｃ Ｆ Ａ ４．Ｅ Ｆ Ｃ ５．Ｂ Ｃ Ｄ

〔Ｎo.１６〕 次のＡからＨまでの記述のうち５つを選び，「憲法第３６条は，残虐な刑罰を絶対

に禁じている。したがって，『①』。ところが，『②』。しかし，『③』。したがっ

て，『④』。このような場合には『⑤』。」と挿入して並べると，死刑制度に関する

まとまった論述となる。①と⑤に入る記述の組合せ（ただし，順序は問わない。）と

して正しいものは，後記１から５までのうちどれか。

Ａ 憲法は，その制定当時における国民感情を反映してこのような規定を設けたにと

どまり，死刑を永久に是認したものとは考えられない。ある刑罰が残虐であるかど

うかの判断は国民感情によって定まる問題である。国民感情は時代とともに変遷す

ることを免れないのであるから，ある時代に残虐な刑罰でないとされたものが，後

の時代に反対に判断されることもあり得ることである

Ｂ 死刑廃止に向かいつつある国際社会の動向を重視し，一定期間の死刑の執行停止

や仮出獄を許さない無期刑の新設などの立法政策により国民感情が変化し得ること

を前提とするならば，もはや死刑は憲法第３６条に反するものとなったと解するこ

とができよう

Ｃ 国家の文化が高度に発達して正義と秩序を基調とする平和的社会が実現し，公共

の福祉のために死刑の威赫による犯罪の防止を必要と感じない時代に達したならば，

死刑もまた残虐な刑罰として，国民感情により否定されるに違いない

Ｄ 死刑の執行方法は絞首刑であり，火あぶりや釜ゆでなどのように不必要な苦痛を

与え，人道上の見地からみて残虐性を有する方法とはいえないから，憲法第３６条

には違反しないことになろう

Ｅ 憲法第３１条の解釈もおのずから制限されて，死刑は残虐な刑罰であり憲法に違

反するものとして，排除されることもあろう

Ｆ 死刑が残虐な刑罰であるとすれば，憲法は他の規定で死刑の存置を認めるわけが

ない

Ｇ 憲法第３１条の反対解釈によると，法律の定める手続によれば，刑罰として死刑

を科し得ることが窺われるので，憲法は死刑をただちに残虐な刑罰として禁じたも

のとはいうことができない

Ｈ 憲法第１３条によれば個人の生命は最大の尊重を必要とし，個人の基本的人権の

根幹であるから，これを否定する死刑制度の是非は国民感情という多数決で決めら

れる性質の問題ではないというべきであろう

１．Ａ Ｅ ２．Ｂ Ｄ ３．Ｂ Ｈ ４．Ｃ Ｅ ５．Ｅ Ｆ
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〔Ｎo.１７〕 次のＡからＥまでの文章を，その【 】内に後記アからコまでの語句の中から適切

なものを選んで挿入した上，「『①』。『②』。しかし，この説に対しては，『③』。

他方，『④』。したがって，『⑤』。」と並べ換えると，衆議院の解散に関するまと

まった論述となる。各文章を正しい順番に並べ換えた後の【 】内に入れるべき語句

の組合せとして正しいのは，後記１から５までのうちどれか。

Ａ 【 】としての解散に関する内閣の【 】は【 】にすぎないとして，【 】の

所在について【 】を根拠とすることはできないとの批判がある

Ｂ 衆議院の解散の【 】が内閣にあるという根拠は，個別の条文ではなく，日本国

憲法の採用する【 】ないし【 】に求めざるを得ないとする説が登場するのであ

る。しかし，後者を根拠とする論者は，衆議院解散の【 】が内閣にあることを

【 】の内容としていると解せざるを得ず，したがって，循環論法であるとの批判

を免れない

Ｃ 衆議院の解散の【 】が内閣にあるとする根拠を，憲法第７条以外に求める説の

中には，【 】を根拠とする説がある。この説は，行政権の範囲につき，いわゆる

控除説に拠った上で解散権は内閣に属するとするのであるが，この説に対しては，

立法・行政・司法の分立ないし相互抑制が法治行政確保のために必要であり，憲法

上【 】の所在が明確でない権限をおしなべて行政権に属せしめることは妥当でな

いとする権力分立観からの批判がある

Ｄ 【 】を根拠として，衆議院の解散の【 】は内閣にあるとする説の中には，内

閣の【 】を，旧憲法下の大臣輔弼制の立憲主義的発展形態として理解し，憲法に

列挙された【 】のうち，その【 】の所在が憲法上必ずしも明らかでないときは，

内閣にその権限があると考えるべきであるとするものもある

Ｅ 衆議院の解散が，【 】の場合に限定されるのか，それとも限定されないのかに

ついては争いのあるところであるが，限定されないとする説の根拠も多種多様であ

る

ア 憲法第７条 イ 憲法第６５条 ウ 憲法第６９条 エ 国事行為

オ 議院内閣制 カ 権力分立制 キ 実質的決定権

ク 形式的決定権 ケ 助言と承認 コ 衆議院の優越

１．２番目にア，７番目にエ，１６番目にオ

２．３番目にキ，６番目にク，１３番目にイ

３．４番目にケ，１０番目にキ，１７番目にオ

４．５番目にエ，１１番目にア，１４番目にイ

５．８番目にケ，１５番目にキ，１９番目にク

〔Ｎo.１８〕 次のＡからＥまでの記述のうち，誤っているものはいくつあるか。

Ａ 現行の国家賠償制度は，違法な行為をした公務員の使用者としての責任を国又は

公共団体に負わせるものであり，民法の使用者責任と基本的に同じ性質を有するか

ら，公務員の故意又は過失により違法に損害を発生させた場合であっても，使用者

としてその公務員の選任や監督に注意を尽くしたことを国又は公共団体が証明した

ときは，その賠償責任を免れることができる。

Ｂ 消防吏員が，消防署長の命により消火活動のために通路を確保する目的で民家を

損壊した場合，それがやむを得ない措置であったとしても，その家屋の所有者に対

し消防署の属する地方公共団体は損失補償をしなければならない。

Ｃ 私有財産は，正当な補償の下に公共のために用いることができるのであるから，

私有地を国や公共団体がその事業のために収用することはできるが，私企業が事業
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主体である場合に私人の土地をその事業のために強制的に収用することは憲法第

２９条第３項に違反して許されない。

Ｄ 憲法第４０条の規定する刑事補償請求権の制度は，誤って起訴されて無罪になっ

た者に対して，その被った不利益を金銭に換算して補償する制度であるから，身柄

を拘束されずに起訴されて無罪になった被告人の場合にも，その被った精神的苦痛

に対する慰謝料，裁判に出頭したための逸失利益，弁護費用等の裁判に要した費用

等を補償しなければならない。

Ｅ 従来は自由な土地利用が可能であった地域が，都市計画により市街化調整区域に

指定され，開発行為が厳しく制限されてその地価が下落した場合でも，憲法上は，

その地域の土地の所有者に対し損失補償をすることを要しない。

１．１個 ２．２個 ３．３個 ４．４個 ５．５個

〔Ｎo.１９〕 自家用ないし自己消費のための酒類製造についても免許制度による規制の対象とさ

れることに関して次のような趣旨の判例があるが，この判例についての後記ＡからＥ

までの説明のうち，最も適切なものはどれか。

「酒税法の各規定は，自己消費を目的とする酒類製造であっても，これを放任する

ときは酒税収入の減少など酒税の徴収確保に支障を生じる事態が予測されるところか

ら，国の重要な財政収入である酒税の徴収を確保するため，製造目的のいかんを問わ

ず，酒類製造を一律に免許の対象とした上，免許を受けないで酒類を製造したものを

処罰することとしたものであり，これにより酒類製造の自由が制約されるとしても，

そのような規制が立法府の裁量を逸脱し，著しく不合理であることが明白とはいえず，

憲法第３１条，第１３条に違反するものではない。」

Ａ この判例は，酒類を自己消費の目的で製造する自由は，経済活動の一環としての

営業の自由の問題であって，個人が公権力に対して自己の私生活に関する自主的決

定を主張し，公権力の干渉を拒否する自由として憲法第１３条により保護されるも

のではないとするものである。

Ｂ この判例は，酒類の製造免許制度は，社会経済政策の一環として，経済的弱者を

保護する目的から採用されているものであるから，立法府がその裁量権を逸脱し，

当該法的措置が著しく不合理であることが明白である場合に限ってこれを違憲とす

るという「明白性の原則」が妥当するというものである。

Ｃ この判例は，自己消費を目的とする酒類製造の自由は，憲法上保障されている自

由権とは異なる単なる私生活上の自由にすぎないことを前提とし，その規制は法律

によれば原則として自由になし得るというものである。

Ｄ この判例は，自己消費目的で酒類を製造する自由が憲法第１３条の保障を受ける

個人の権利ないし自由に属するのかについて格別の実質的判断をしていないが，そ

の製造の自由が酒税の徴収確保という規制目的に優越しない自由であることを前提

にして，いわゆる「明白性の原則」に相当する審査基準で免許制の合憲性を判断す

るものである。

Ｅ この判例は，租税法の分野における政策的・専門技術的判断を尊重する観点から

立法府の裁量的判断について「明白性の原則」を採用するものであり，規制される

個人の権利の種類には関係なく，規制目的に正当性があり，規制手段との合理的関

連性が認められる限りは，合憲性の推定が働くことを明らかにするものである。

１．Ａ ２．Ｂ ３．Ｃ ４．Ｄ ５．Ｅ
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〔Ｎo.２０〕 次の文章のＡからＥには甲群の中から，アからオには乙群の中からそれぞれ適当な

語句を挿入すると，権力分立に関するまとまった論述となる。挿入する語句の組合せ

として正しいものは，後記１から５までのうちどれか。

「権力分立制は，１８世紀から１９世紀にかけて，近代諸国の憲法で基礎的な原理

として採用され，今日では多くの国に根強い地盤を有している政治組織原理である。

１７８９年の（Ａ）は，『 ア 。』と断言し，権力分立制が国民の権利の保障とと

もに立憲国の憲法に欠くことのできないものであることを強調している。権力分立論

の重点は，自由主義的な政治的要請としてその実現を求めるところにあり，その真価

も主としてそこに見られる。すなわち，国家の権力から国民の自由を守るために考え

られた原理であって，国家の権力が誰かの一手に集中してあまりに強大になるのを防

止し，各権力を分離・独立させて，それを抑制し，緩和する必要があるとするもので

ある。したがって，自由主義的であるということは，権力分立の意味そのものからた

だちに流れ出てくる，権力分立の第１の特性である。次に，権力分立論は，もともと

積極的に能率を増進するための原理でなく，消極的に権力の濫用又は権力の恣意的な

行使を防止するための原理である。（Ｂ）の言うように イ 。このような消極的特

性が第２の特性である。第３の特性は，国家権力及びこれを行使する人間に対する懐

疑的又は悲観的態度にある。（Ｃ）は，『 ウ 。』と述べている。また，アメリカ

の独立やその憲法制度への寄与で知られる（Ｄ）の『 エ 。』という言葉は，この

分立論の意図を率直に表明している。第４の特性は，その政治的中立性又は中和性に

ある。本来の性格が自由主義的であるから，ワイドナーの述べるように『 オ 。』

ということができる。１７世紀末のイギリスにあって当時の母国の政治の現実に即し

て立法権の優位を説いた（Ｅ）に対し，立法権と行政権の分立・均衡を主張して，極

端な民主制の中和を求めた（Ｃ）が唱えた立憲君主型の権力分立制は今日では廃れて

しまったが，民主主義の下でも権力分立原理の働く場は決してなくなりはしないので

ある。」

【甲群】

①ロック ②ルソー ③モンテスキュー ④Ｊ．Ｓ．ミル

⑤ブランダイス ⑥マーシャル ⑦ジェファーソン ⑧フランス人権宣言第１６条

⑨アメリカ合衆国憲法前文 ⑩ヴァージニア権利章典

【乙群】

Ⅰ われわれの選良を信頼してわれわれの権利の安全に対する懸念を忘れるような

ことがあれば，それは危険な考え違いである。信頼はいつも専制の親である。自

由な政府は信頼ではなく猜疑に基づいて建設される。権力に関する場合は，人に

対する信頼には耳を貸さず，憲法の鎖によって，非行を行わないように拘束する

必要がある

Ⅱ いろいろな歴史的情勢に対する反動の可能性こそ，権力分立原理の超時間的価

値である

Ⅲ その目的は，摩擦を避けることではなく，政府の権力を３つの部門に配分する

ことに伴う不可避的な摩擦によって国民を専主制から救うことにある

Ⅳ いかなる委任された権力も，決して委任の条件を変えることはできない

Ⅴ 主権は「人民」の意思力であるから分割された主権はあり得ない。主権の一部

とみなされている諸々の権力は，すべて主権に従属しているのであり，常に最高

の意思を予定し，その意思を執行するにすぎない

Ⅵ すべて権力を持つ者はそれを濫用しがちである。彼は極限までその権力を用い
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る。それは不断の経験の示すところだ

Ⅶ 権利の保障が確保されず，権力の分立が定められていない社会は，憲法を持つ

ものではない

１．Ａ－⑨，イ－Ⅱ，Ｃ－②，エ－Ⅲ ２．Ｂ－⑤，ウ－Ⅵ，エ－Ⅰ，Ｅ－⑦

３．ア－Ⅶ，Ｃ－③，Ｄ－⑦，オ－Ⅱ ４．ア－Ⅳ，Ｂ－⑥，ウ－Ⅰ，Ｅ－①

５．Ａ－⑧，イ－Ⅲ，Ｄ－④，エ－Ⅴ
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［民法］
〔Ｎo.２１〕 次のアからオまでのうち，「 」内の主張が不適切なものの組合せはどれか。

ア 本人Ａの無権代理人Ｂと契約を締結した相手方Ｃは，Ａが履行を拒否しているの

で，Ｂに履行を請求した。これに対し，Ｂは，「自分は，契約の締結当時，未成年

だったから，履行の責任を負わない。」と主張した。

イ 本人Ａが無権代理人Ｂに無権代理行為を追認したが，相手方Ｃは，追認の事実を

知らなかったため，無権代理行為を取り消したところ，Ａから履行を請求された。

そこで，Ｃは，「自分は，追認の事実を知らなかったから，過失があったとしても，

取消しは有効だ。」と主張した。

ウ 本人Ａが無権代理人Ｂと相手方Ｃとの間で締結された契約の追認を拒絶したので，

Ｃは，Ｂに履行を請求した。これに対し，Ｂは，「Ａの追認の拒絶により契約は無

効と確定したから，自分は履行の責任を負わない。」と主張した。

エ 本人Ａと相手方Ｃとの間の契約をＢがその双方を代理して締結した。Ａは，いっ

たんは契約を追認したが，Ｃから履行を請求されると，「双方代理の禁止違反は強

行法規違反だから，追認しても契約の効力は生じない。」と主張した。

オ 本人Ａの無権代理人Ｂと契約を締結した相手方Ｃは，Ｂに履行を請求した。これ

に対し，Ｂは，「表見代理が成立し，契約の効果はＡに帰属するから，自分は履行

の責任を負わない。」と主張した。

１．ア ウ ２．ア オ ３．イ エ ４．イ オ ５．ウ エ

〔Ｎo.２２〕 ＡがＢに甲建物を売却した場合についての留置権と同時履行の抗弁権に関する次の

アからオまでの記述のうち，正しいものの組合せはどれか（Ａの代金債権に関して留

置権と同時履行の抗弁権が競合的に成立するとの立場を前提とするものとする。）。

ア ＢがＡに対し甲建物の引渡しを訴求した場合，Ａが留置権と同時履行の抗弁権を

有する関係にある以上，Ａがそれらを行使するか否かにかかわらず，代金支払との

引換給付が命じられる。

イ ＡがＢと売買契約を締結した後，Ｂの代金債務について，十分な資力を有するＣ

が，Ｂの委託によりＡとの間で保証契約を締結した場合，Ｂは，Ａの留置権を消滅

させることはできるが，同時履行の抗弁権を消滅させることはできない。

ウ Ａが留置権と同時履行の抗弁権を有しているから，Ａの甲建物引渡債務について

は，ＢがＡに代金を提供した時から消滅時効が進行する。

エ 甲建物がＢからＤへ転売され，登記もＡ，Ｂ，Ｄと順次移転されたが，Ａが占有

を続けている場合，Ａは，Ｄからの所有権に基づく甲建物引渡請求に対し，留置権

は主張できるが，同時履行の抗弁権は主張できない。

オ Ａが代金債権をＥに譲渡し，これをＢに通知した場合，Ａは，甲建物の占有を続

けていたとしても，Ｂからの甲建物引渡請求に対し，留置権も同時履行の抗弁権も

主張できない。

１．ア ウ ２．ア オ ３．イ エ ４．イ オ ５．ウ エ

〔Ｎo.２３〕 次のアからオまでの記述のうち，誤っているものの組合せはどれか。

ア 第三者弁済とは，第三者が他人の債務を自己の名において弁済することをいうか

ら，第三者が他人の債務であることを知りながらそれを自己の債務として弁済する

ときは，非債弁済となる。

イ 保証人は，催告の抗弁権と検索の抗弁権を有しているから，主債務者の意思に反

して，主債務も保証債務も弁済することができない。
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ウ 物上保証人は，責任を負担しているだけで，債務は負担していないから，債務者

の意思に反して，その債務を弁済することはできない。

エ 借地上の建物の賃借人は，借地の所有者とは直接の契約関係にないから，借地の

所有者である土地賃貸人の意思に反して，地代を弁済することはできない。

オ 第三者が債務者の意思に反して弁済することができるときは，債権者は，その弁

済の受領を拒絶できないから，債権者は，受領を拒絶すると，受領遅滞となる。

１．ア イ ウ ２．ア イ オ ３．ア エ オ ４．イ ウ エ ５．ウ エ オ

〔Ｎo.２４〕 民法に「裁判所は，債務者の資力その他の事情を考慮して特に必要があると認める

ときは，債務の弁済期を延期し，延期された期間に対応する遅延損害金の支払義務を

免除することができる。」という規定を新設したとする。この規定における「免除」

の効果についての考え方を次の甲説と乙説に分けた場合，後記アからオまでの記述の

うち，甲説のみに当てはまるものの組合せとして正しいものはどれか。

甲説： 民法の既存の規定における「免除」と同様，その債務者については，遅延損

害金の支払義務が消滅することになる。

乙説： 民法の既存の規定における「免除」とは異なり，その債務者に対しては，遅

延損害金の支払を請求できなくなるだけで，遅延損害金の支払義務自体は消滅

しない。

ア 連帯債務について遅延損害金の支払義務を免除する裁判をする場合，連帯債務者

の一部に対してのみ免除の裁判をすることはできない。

イ 連帯債務について遅延損害金の支払義務を免除する裁判をする場合，連帯債務者

ごとに免除の内容を異にすることができる。

ウ 連帯債務者の一人に対してのみ遅延損害金の支払義務を免除する裁判がされた場

合，その債務者の負担部分については，他の連帯債務者も支払義務を免れる。

エ 主たる債務者に対して遅延損害金の支払義務を免除する裁判がされた場合，保証

人は支払義務を免れない。

オ 主たる債務者に対して遅延損害金の支払義務を免除する裁判がされた場合，連帯

保証人も支払義務を免れる。

１．ア イ ２．ア オ ３．イ エ ４．ウ エ ５．ウ オ

〔Ｎo.２５〕 次の１から５までの記述のうち，売主Ａがパソコンを所有していなかった場合にお

ける買主Ｂの即時取得の成否に関する記述として誤っているものはどれか（善意無過

失又は悪意とは，Ａの所有についての善意無過失又は悪意をいうものとする。）。

１．ＡとＢとの間でパソコンの売買契約がされ，現実の引渡しがされた場合，売買契約がＡ

の錯誤によって無効であるときは，Ｂが善意無過失で，かつ，その錯誤を知らなかったと

しても，即時取得は成立しない。

２．ＡとＢとの間のパソコンの売買契約で代金完済まで所有権をＡに留保するとの特約がさ

れた場合でも，代金完済前に現実の引渡しがされ，その引渡しのときにＢが善意無過失で

あったときは，代金完済時にＢが悪意でも，即時取得が成立し得る。

３．ＡとＢとの間でパソコンの売買契約がされ，現実の引渡しがされた場合，パソコンがＡ

の所有であるか否かにつきＢが半信半疑であったときは，即時取得は成立しない。

４．ＡとＢの代理人Ｃとの間でパソコンの売買契約がされ，ＡからＣに現実の引渡しがされ

た場合，Ｃが善意無過失であれば，Ｂが悪意であったとしても，即時取得は成立し得る。

５．Ａの代理人と称する無権代理人ＣとＢとの間でパソコンの売買契約がされ，現実の引渡

しがされた場合，売買契約につき表見代理が成立せず，Ａの追認もないときは，Ｂが善意

無過失であったとしても，即時取得は成立しない。
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〔Ｎo.２６〕 次の事例についてのアからオまでの記述のうち，正しいものの組合せはどれか。

「ＸとＹは，金銭消費貸借契約を締結し，Ｚは，債務者Ｙの委託を受けずにＸとの

間で保証契約を締結した。その後，ＸとＹは，支払期限を猶予する合意をしたが，Ｚ

は，支払期限の猶予の事実を知らされていなかった。そのため，当初の支払期限にＸ

から請求を受けたＺは，Ｘに弁済したが，その際，Ｙに何も知らせなかった。」

ア Ｚは，主たる債務の支払期限の猶予を知らなかったから，Ｘに対し，Ｘが弁済さ

れた金銭を猶予後の支払期限まで利用して得た利益の返還を請求できる。

イ Ｚは，催告の抗弁権と検索の抗弁権を行使できたのに，これらを行使しなかった

から，Ｘに対し，何らの請求もできない。

ウ Ｙが支払期限の猶予を受けたことをＺに通知しなければならないのに，これを怠

ったから，Ｚは，Ｙに対し，求償権の存在を主張できる。

エ Ｚは，その弁済の前後にＹに通知しなければならないのに，これを怠ったから，

ＹがＸに弁済していない場合でも，Ｙに対し，求償権の存在を主張できない。

オ Ｚは，その弁済の前後にＹに通知しなければならないのに，これを怠ったから，

Ｙが猶予後の支払期限にＺの弁済を知らずに自ら弁済した場合には，Ｙに対し，求

償権を行使できない。

１．ア イ ２．ア オ ３．イ ウ ４．ウ エ ５．エ オ

〔Ｎo.２７〕 Ａが承諾期間を１週間と定めて自己所有の美術品を代金２００万円で売却するとＢ

に申し込んだ場合についての次のアからオまでの記述のうち，正しいものの組合せは

どれか。

ア Ｂの承諾通知が承諾期間経過後にＡに到達したので，Ａは,それに応じて,２００

万円で売却するとＢに通知したところ，Ｂは，１００万円であれば買い取ると条件

変更を申し出た。この場合，ＡＢ間に契約は成立しない。

イ Ｂの承諾通知は，郵便事故で承諾期間経過後にＡに到達したが，通常であれば承

諾期間内に到達すべき時期に発送されたものであった。Ａが延着の通知をＢに発し

ない場合，ＡＢ間に契約は成立する。

ウ Ｂは，Ａの申込みを受け取る前に，その美術品を３００万円で買いたいとＡに申

し込んでいたが，Ｂの申込みは，Ａの申込みが発送された後にＡに到達した。Ａの

申込みを受け，Ｂは，改めて，２００万円で買い取るとＡに通知した。この通知が

承諾期間内にＡに到達したとしても，ＡＢ間に契約は成立しない。

エ Ｂは，いったんは１００万円であれば買い取ると条件付きで承諾の通知を発した

が，その通知がＡに到達する前に，電話で２００万円で買い取るとＡに連絡した。

その連絡が承諾期間内にされたときは，ＡＢ間に契約は成立する。

オ Ａは，その後，Ｃからその美術品を３００万円で買いたいとの申込みを受けたの

で，Ｂに申込みを撤回するとの通知を発した。Ｂは，Ａの撤回の通知を受け取った

が，承諾の通知を発し，その承諾の通知は当初の承諾期間内にＡに到達した。Ｂは，

Ａの申込みが撤回されたことを知っているから，ＡＢ間に契約は成立しない。

１．ア ウ ２．ア オ ３．イ ウ ４．イ エ ５．エ オ

〔Ｎo.２８〕 Ａがその財産をＢに売却する場合とＡがその財産をＢに負担付きで贈与する場合と

を比較した次のアからオまでの記述のうち，正しいものは何個あるか。

ア 売買は，ＡＢ間の意思表示の一致があれば成立するが，負担付贈与は，これに加

えて，ＡからＢへの目的物の引渡しがなければ成立しない。

イ 売買は，Ｂが代金を支払わなくても効力が生ずるが，負担付贈与は，Ｂが負担を

履行するまでは効力が生じない。
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ウ 売買では，Ｂが代金を支払わなければＡは契約を解除できるが，負担付贈与では，

Ｂが負担を履行しなかったとしてもＡは契約を解除できない。

エ 売買では，目的物に隠れた瑕疵があればＡは担保責任を負うが，負担付贈与では，

目的物に隠れた瑕疵があったとしてもＡが担保責任を負うことはない。

オ 売買では，ＡＢの双方がその給付を履行していないときであっても契約の撤回は

できないが，書面によらない負担付贈与では，Ａの贈与もＢの負担も履行されてい

ないときは契約の撤回ができる。

１．０個 ２．１個 ３．２個 ４．３個 ５．４個

〔Ｎo.２９〕 Ａ会社の従業員Ｂは，業務のため会社のトラックを運転中，保母に引率されて道路

を横断していた保育園児Ｃを不注意ではねてしまった。この事例についての次のアか

らオまでの記述のうち，不適切なものの組合せはどれか。

ア ＣからＡに対し損害賠償請求がされた場合，Ａは，引率の保母に過失があったこ

とを証明して過失相殺を主張することができる。

イ Ｃが３歳の幼児であった場合，Ｃには事理弁識能力がないから，Ｃ自身の慰謝料

請求権は発生しない。

ウ ＡがＢの使用者としてＣに対し損害賠償責任を負う場合であっても，Ｂは，Ｃに

対する損害賠償責任を免れない。

エ Ｂに重大な過失があった場合，Ａは損害賠償責任を負わず，Ｂだけが損害賠償責

任を負う。

オ Ｃが重大な傷害を負い，その生命を害された場合にも比肩すべき精神的苦痛をＣ

の母親が受けた場合，Ｃの母親には固有の慰謝料請求権が認められる。

１．ア ウ ２．ア オ ３．イ ウ ４．イ エ ５．エ オ

〔Ｎo.３０〕 次の１から５までの記述のうち，正しいものはどれか。

１．Ａと無関係のＢが，Ａが知らない間にＡＢの婚姻の届出をした場合，ＡＢの婚姻は，取

り消すことができる。この場合，Ｂが自己の名義で取得した財産は，対外的にはＡＢの共

有と推定される。

２．Ａが１５歳のＢ女と婚姻をした場合，その両親の同意を得ていたとしても，ＡＢの婚姻

は，取り消すことができる。この場合，Ｂは，Ａに財産分与を請求することができる。

３．Ａが強迫によりＢ女と婚姻をした場合，ＡＢの婚姻は，取り消すことができる。この場

合，ＡＢの婚姻中にＢが懐胎した子は，Ａの嫡出である子とは推定されない。

４．ＡがＢの詐欺によりＢと婚姻をした場合，ＡＢの婚姻は，取り消すことができる。この

場合，Ａは，婚姻によってＢから得た財産を返還する義務を負わない。

５．Ａが，Ｂが知らない間にＡＢの協議離婚の届出をして，Ｃと婚姻をした場合，ＡＣの婚

姻は，取り消すことができる。この場合，婚姻の取消し前にＣが購入した日用品の代金債

務について，Ａが婚姻の取消し後まで連帯責任を負うことはない。

〔Ｎo.３１〕 次のアからオまでの記述のうち，正しいものの組合せはどれか。

ア 母親は，胎児を代理して，父親に対し認知の訴えを提起することはできない。

イ 父親がした胎児の認知は，胎児の出生前に父親が死亡すると，効力が生じない。

ウ 父親は，胎児を受遺者としてその財産を遺贈することができる。

エ 母親が妊娠中に受けた投薬のため胎児が被害を被った場合，母親は，胎児を代理

して，加害者と和解することができる。

オ 母親の妊娠中に父親が死亡したが，胎児も死産であった場合，胎児が相続した父

親の財産は，母親が更に相続することになる。

１．ア ウ ２．ア オ ３．イ ウ ４．イ エ ５．エ オ
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〔Ｎo.３２〕 無能力者Ａは，自己所有の土地をＢに売却する契約を締結したが，後日，この契約

が取り消された。次のアからオまでの事実が存在した場合，Ａが未成年者又は禁治産

者のいずれであるかによって取消しの効果が生じないことがある。無能力者の種類と

取消しの効果が生じない場合の個数の組合せとして正しいものは，後記１から５まで

のうちどれか（後見監督人は選任されていないものとする。）。

ア Ａの法定代理人がこの契約の締結についてＡに同意を与えていた。

イ この契約の締結に際し，Ａが自己を能力者であると信じさせるために詐術を用い

た。

ウ この契約の締結前に，Ａの法定代理人がその土地での営業をＡに許可していた。

エ Ａの法定代理人が目的を定めずにＡにその所有財産の処分を許可していた。

オ ＢがＡの法定代理人に対し２か月以内にこの契約を追認するか否かを確答すべき

旨を催告したが，確答がないまま２か月が経過し，その後にこの契約が取り消され

た。

１．未成年者－３個 禁治産者－３個 ２．未成年者－４個 禁治産者－２個

３．未成年者－４個 禁治産者－３個 ４．未成年者－５個 禁治産者－２個

５．未成年者－５個 禁治産者－３個

〔Ｎo.３３〕 民法第１７７条につき，「不動産に関する物権を取得した者は，登記を備えなけれ

ば，同一の不動産につき同一の前主から有効に物権を取得した第三者に対し，その物

権の取得を対抗できない。」という見解を採った場合，次のアからオまでの事例のう

ち，ＸがＹに所有権を対抗できないと解されるものは，下記１から５までのうちどれ

か。

ア 甲不動産がＡからＸに譲渡された後にＡが死亡し，遺産分割の協議によって共同

相続人の一人Ｙが甲不動産の単独所有者とされ，その旨の登記がされた。

イ 甲不動産がＸからＡへ，ＡからＹへと順次譲渡されたが，登記名義がＡにとどま

っている段階で，ＸがＡへの譲渡契約の錯誤無効を主張し，その主張が認められた

のに，ＡがＹに所有権移転登記をした。

ウ ＸがＡから甲不動産を取得する前に，Ａの無権代理人Ｂを介してＹが甲不動産を

取得し，所有権移転登記も備えたが，表見代理の成立が認められなかった。

エ Ｘ所有の甲不動産につき，Ａは，勝手に自己名義への所有権移転登記をした上，

Ｘが気付かないうちに善意のＹに甲不動産を譲渡して所有権移転登記をした。

オ ＸがＡ所有の甲不動産を取得した後に，ＹがＡから甲不動産を取得したが，登記

名義は，Ａにとどまっている。

１．アイウエ ２．ア イ オ ３．ア ウ エ ４．エ オ ５．オ

〔Ｎo.３４〕 次の設例についての教授の質問に対するアからソまでの学生の解答の中からそれぞ

れ適当なものを選んだ場合，最も適切な組合せはどれか。

「Ｘは，Ａに対し４０００万円の金銭債権を有している。Ａは，その唯一の財産で

ある時価５０００万円相当の土地に，Ｙが有する３０００万円の債権を担保するため

に抵当権を設定していたが，この土地をＹに代物弁済として譲渡し，移転登記を行っ

た。その結果，抵当権設定登記が抹消された。」

教授： ＡのＹに対する代物弁済は，詐害行為に当たりますか。

学生：ア 優先権を有する担保権者への代物弁済だから，ＡにＸを害する意思がある

場合に限り，詐害行為に当たります。

イ Ｙの債権額より高額な土地の代物弁済だから，Ａに債務超過についての認

識があれば，詐害行為に当たります。
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教授： 仮に，代物弁済後に，この土地の価格が抵当権の被担保債権相当額にまで下

落した場合でも，Ｘは，取消権を行使できますか。

学生：ウ 行使できます。

エ 行使できません。

教授： では，設例に戻って，Ｘが代物弁済を詐害行為として取り消せるのは，どの

範囲ですか。

学生：オ 契約全体です。

カ ４０００万円の限度です。

キ ２０００万円の限度です。

教授： それは，なぜですか。

学生：ク 債権者取消権の行使は，取消債権者の債権の保全に必要な限度に限られる

からです。

ケ 債権者取消権の行使は，債務者の責任財産の保全に必要な限度に限られる

からです。

コ 詐害行為の取消しは，目的財産が不可分物であるときは，全部の取消しに

よらざるを得ないからです。

教授： 代物弁済を取り消した場合，Ｘは，Ｙに対しどのような請求ができますか。

学生：サ Ｙへの移転登記の抹消のみ請求できます。

シ 価格賠償のみ請求できます。

ス その選択により，Ｙへの移転登記の抹消又は価格賠償を請求できます。

教授： この土地をＹがＺに転売してしまった場合，Ｘは，Ｚを相手に代物弁済の取

消しを請求できますか。

学生：セ Ｙが善意の場合でも，Ｚが悪意であれば，請求できます。

ソ Ｙが善意の場合には，Ｚが悪意であっても，請求できません。

１．アウオコサソ ２．アエカクシセ ３．イウキケスソ

４．イエカクスソ ５．イエキケシセ

〔Ｎo.３５〕 Ａは，Ｂに対し債権を有することから，債権者代位権により，ＢのＣに対する権利

を行使しようとしている。この場合についての次のアからオまでの記述のうち，正し

いものの組合せはどれか。

ア ＣがＢの名誉を毀損した場合，Ａは，Ｂに代位して，ＢのＣに対する慰謝料請求

権を行使することができる。

イ ＡのＢに対する債権がＢの所有地の賃借権である場合，Ａは，Ｂが無資力でなく

ても，その土地の不法占拠者Ｃに対するＢの物権的請求権を代位行使することがで

きる。

ウ Ａが代位行使するＢの権利がＢのＣに対する動産の引渡請求権である場合，Ａは，

Ｃに対し，その動産を自己へ直接引き渡すよう請求することはできない。

エ ＡのＢに対する債権が抵当権付きである場合，Ａは，その抵当目的物の他の抵当

権者Ｃに対し，ＣのＢに対する債権の消滅時効が完成していることをＢに代位して

援用することができる。

オ 土地がＣからＢへ，ＢからＡへと順次譲渡され，ＡがＢのＣに対する所有権移転

登記請求権を代位行使する場合，Ｃは，ＣとＢとの間の売買契約における同時履行

の抗弁権をＡに対抗することができる。

１．ア イ ウ ２．ア イ オ ３．ア ウ エ ４．イ エ オ ５．ウ エ オ
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〔Ｎo.３６〕 次のアからオまでの記述のうち，誤っているものの組合せはどれか。

ア 連帯保証人が連帯保証債務の一部を弁済したとしても，主たる債務の残部につい

ての時効は中断しない。

イ 単なる保証人が保証債務の一部を弁済したとしても，主たる債務の残部について

の時効は中断しない。

ウ 主たる債務者がその債務の一部を弁済したとしても，保証債務の残部についての

時効は中断しない。

エ 物上保証人が抵当債権者に対し被担保債務の一部を弁済したとしても，その債務

についての時効は中断しない。

オ 債務者がその債務の一部を弁済したとしても，その債務についての物上保証人は，

時効の中断がなかったものとして時効を援用できる。

１．ア ウ ２．ア エ ３．イ エ ４．イ オ ５．ウ オ

〔Ｎo.３７〕 次の１から５までの記述のうち，正しいものはどれか。

１．手付契約は要物契約だから，契約成立には買主から売主への手付の交付が必要であるが，

買主が手付を放棄して売買契約を解除するまでは，手付の所有権は買主に留保される。

２．民法上の消費貸借契約は要物契約だから，契約成立には貸主から借主への目的物の交付

が必要であり，借主は受け取った目的物を自己の所有物として処分できる。

３．賃貸借契約は諾成契約だから，契約成立には賃貸人から賃借人への目的物の引渡しは必

要でなく，契約が成立すれば，目的物の引渡しがない段階でも，賃借人は目的物返還義務

を負う。

４．使用貸借契約は要物契約だから，契約成立には貸主から借主への目的物の交付が必要で

あり，貸主は目的物引渡義務を負う。

５．売買契約は諾成契約だから，契約成立には売主から買主への目的物の引渡しは必要でな

いが，契約が成立しても目的物の引渡しがなければ，買主は代金支払義務を負わない。

〔Ｎo.３８〕 次のアからオまでの記述のうち，正しいものの組合せはどれか。

ア Ａは，Ｂからその倉庫に保管中の特定物である高価な花瓶を購入したが，花瓶は，

契約の成立時点で既に割れていた。花瓶の引渡しがされていない以上，Ｂが危険を

負担し，Ａの代金債務は消滅する。

イ Ａは，Ｂからその倉庫に保管中の特定物である高価な花瓶を購入したが，花瓶は，

Ａの被用者が契約締結後に行った箱詰め作業中に割れてしまった。ＡＢ間の契約は，

特定物に関する物権の移転を目的とする契約であるから，危険負担の債権者主義が

適用され，Ａの代金債務は消滅しない。

ウ Ａは，Ｂから高価な花瓶を購入し，配送してもらうことにしたが，花瓶は，配送

中にＢの責めに帰すべからざる事由によって割れてしまった。仮に，花瓶が不特定

物であったとすると，特定物に関する危険負担の債権者主義は適用されないから，

債務者主義で処理される。

エ Ａは，Ｂから特定物である花瓶３個がセットになったものを購入したが，配送中

にＢの責めに帰すべからざる事由によって１個割れてしまった。民法の規定上は危

険負担の債権者主義が適用されるが，その意味は，Ａが代金の減額を請求できない

ということである。

オ Ａは，Ｂから特定物である花瓶３個がセットになったものを購入したが，契約の

成立時点で既に１個が割れていた。そのことをＢが契約締結の際に知り得たのであ

れば，Ｂの契約締結上の過失による損害賠償責任を認めないと，Ａが害されること

になる。
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１．ア イ ２．ア ウ ３．イ エ ４．ウ オ ５．エ オ

〔Ｎo.３９〕 次のアからオまでの記述のうち，債務者の委託を受けた物上保証人があらかじめ求

償権を行使することを否定する見解の論拠とならないものの組合せとして正しいもの

はどれか。

ア 物上保証とは，他人のために物的担保を提供することであり，物上保証の委託は，

担保物権の設定行為の委任である。

イ 物上保証人の担保提供は，委任事務の処理に必要な物的有限責任の負担であり，

その負担は，現実化する可能性が高い。

ウ 物上保証人は，債務を負担することなく，物的有限責任を負担するにすぎず，被

担保債権の弁済は，物上保証の委託の趣旨には含まれない。

エ 物上保証人は，保証人とは異なり，催告の抗弁権と検索の抗弁権を行使しないま

ま，競売を甘受しなければならない。

オ 担保物の客観的価値は，その存否も含めて，競売してみなければ確定しない。

１．ア ウ ２．ア エ ３．イ エ ４．イ オ ５．ウ オ

〔Ｎo.４０〕 Ａは，掛け軸を所有し，自宅の床の間に飾っていた。ところが，Ｂは，Ｃに対し，

この掛け軸は自己の所有物でＡに預けているだけであると虚偽の事実を告げ，その旨

過失なく信じたＣとの間で掛け軸の売買契約を締結した。その後，Ｂは，Ａからこの

掛け軸を購入した上でＤに転売し，そのことをＡに連絡して，ＡからＤに掛け軸を郵

送させ，Ｄはこれを受け取った。この事例に関する次のアからカまでの記述のうち，

最も適切なものの組合せはどれか。

ア Ｃは，Ｂとの間で売買契約を締結した時点で，掛け軸の所有権を取得した。

イ Ｃは，ＢがＡから掛け軸を買い受けた時点で，その所有権を取得した。

ウ Ｃは，即時取得により，掛け軸の所有権を取得した。

エ Ｃは，ＢＣ間の売買契約の効力として，掛け軸の所有権を取得した。

オ ＣとＤは対抗関係に立つから，現実の引渡しを受けたＤは，Ｃに掛け軸の所有権

を主張できる。

カ Ｄは，無権利者Ｂから掛け軸を買ったから，掛け軸がＢの所有であることを過失

なく信じていたのでなければ，その所有権を取得しない。

１．ア ウ カ ２．ア エ オ ３．イ ウ カ ４．イ エ オ ５．イ エ カ
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［刑法］
〔Ｎo.４１〕 次のⅠないしⅢは，中止犯の「自己の意思により」の要件の意義に関する学生Ａな

いしＣの見解を列挙したものである。これらの学生が自己の見解を事例アないしウに

当てはめたところ，行為者甲に上記要件が存するか否かに関し，ＡとＢはア及びウに

つき，ＡとＣはイ及びウにつき，ＢとＣはウにつき，それぞれ結論が一致した。各学

生と見解の組合せとして正しいものはどれか。

Ⅰ 一般の経験上犯罪の遂行を中断させる強制的影響がある事情がないのにやめるこ

とをいう。

Ⅱ 行為者が，犯罪の遂行を可能であると思いながらもやめることをいう。

Ⅲ 行為者が，犯罪の遂行を可能であると思いながらも，悔悟・同情・憐憫などの広

義の後悔に基づきやめることをいう。

ア 甲は，窃盗の目的で，深夜，デパートの売場で金品を物色中，物音に不審を抱い

た警備員が足早に近づいて来るのを認めたが，自分ならやり過ごして商品を盗める

と思ったものの，悪いことはやめようと思い直し，その場を立ち去った。

イ 甲は，宝石店のショーケース内に陳列されている指輪が１００万円程度の物だと

思い，これを窃取しようとケースの扉を開け中に手を差し入れたが，付いていた値

札の価格が１０万円だったので，その場を立ち去った。

ウ 甲は，殺意をもって刃物で恋敵を一撃し，更に刺そうとしたが，相手が助命を嘆

願するので，かわいそうになって立ち去ったところ，相手は一命を取りとめた。

１．Ａ－Ⅰ，Ｂ－Ⅲ，Ｃ－Ⅱ ２．Ａ－Ⅱ，Ｂ－Ⅰ，Ｃ－Ⅲ

３．Ａ－Ⅱ，Ｂ－Ⅲ，Ｃ－Ⅰ ４．Ａ－Ⅲ，Ｂ－Ⅰ，Ｃ－Ⅱ

５．Ａ－Ⅲ，Ｂ－Ⅱ，Ｃ－Ⅰ

〔Ｎo.４２〕から〔Ｎo.４３〕まで

未遂犯と不能犯の区別に関して下記①ないし③の見解があるものとし，学生 ないＡ

しＣは，そのいずれかの異なる見解を採った上で，下記ⅠないしⅣの事例をめぐって

発言している。

① 行為時に一般人ならば認識し得た事情を基礎に，一般人が結果発生の危険を感じ

るか否かで判断する。

② 行為時に行為者が認識していた事情を基礎に，一般人が結果発生の危険を感じる

か否かで判断する。

③ 行為時に存在したすべての客観的事情を基礎に，一般人が結果発生の危険を感じ

るか否かで判断する。

Ⅰ 甲は，自己を追ってきた乙を殺害しようとして，警ら中の警察官からけん銃を奪

い，乙の身体に向けてけん銃の引き金を引いたが，たまたま弾倉に弾丸が装てんさ

れていなかった。

Ⅱ 甲は，乙を殺害しようと決意し，のろいで人を殺害できると考えて，うしの刻参

りをした。

Ⅲ 甲は，乙を毒殺しようと決意し，某大学研究室の毒薬保管庫から毒薬の瓶を持ち

出そうとしたが，栄養剤の入った瓶に毒薬のラベルが貼付されていたことから，こ

れを毒薬の瓶と誤信して持ち出し，ひそかに乙の飲食物に混入させて飲ませた。

Ⅳ 甲は，乙を毒殺しようと決意し，自宅の戸棚に瓶入りの毒薬を隠していたが，貼

付されたラベルを確認しないまま，毒薬の瓶の隣にあった栄養剤の瓶を毒薬の瓶と

誤信して持ち出し，ひそかに乙の飲食物に混入させて飲ませた。
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Ｃ： Ｂ君の見解では，客観的に結果発生の危険性がない行為を処罰することになる

点で不当だ。

Ｂ： しかし，Ｃ君の見解では，逆に，誰が見ても危険な行為を処罰できなくなるの

ではないか。

Ａ： （ａ）と（ｂ）の事例の場合，僕とＢ君の見解では，殺人未遂罪が成立し得る

が，Ｃ君の見解では，不能犯となり，まさに今Ｂ君が指摘したとおりの不当な結

果となってしまう。

Ｂ： Ａ君，君と僕を一緒にしないでほしい。別の（ｃ）の事例の場合，僕の考えで

は，君と違って不能犯となる。そもそも，Ａ君の見解では，一般人から見ても結

果発生の危険性がない行為を殺人未遂罪で処罰することになる点で不当だ。

Ｃ： それぞれの見解に対する批判も出たようなので，ⅠないしⅣの事例についての

結論をまとめてみると，僕の見解では，殺人未遂罪が成立し得る事例の数は

（ア）個，Ｂ君の見解では（イ）個，Ａ君の見解では（ウ）個ということになる。

〔Ｎo.４２〕 上記ａないしｃに適切な事例を入れて考えた場合，学生と見解との組合せとして正

しいものはどれか。

１．ＡＢＣ ２．ＡＢＣ ３．ＡＢＣ ４．ＡＢＣ ５．ＡＢＣ

｜｜｜ ｜｜｜ ｜｜｜ ｜｜｜ ｜｜｜

①②③ ②①③ ②③① ③①② ③②①

〔Ｎo.４３〕 上記学生Ｃの最後の発言中にあるアないしウに入る数の組合せとして正しいものは

どれか。

１．アイウ ２．アイウ ３．アイウ ４．アイウ ５．アイウ

｜｜｜ ｜｜｜ ｜｜｜ ｜｜｜ ｜｜｜

０１２ ０２３ １２３ ２１０ ３１２

〔Ｎo.４４〕 下記のⅠないしⅣの（ ）に下記語群から適切な語を入れるとともに，これらを下

記【①】ないし【④】に正しく入れると，送金銀行が送金先を誤って甲名義の普通預

金口座（残高はない。）に入金した場合に，甲が現金自動支払機から現金を引き出し

た事案について，甲の罪責を論じた文章となる。【③】及び【④】に入る文章の

（ ）に入る語を順に並べた場合の組合せとして最も適切なものはどれか。

「【①】。もっとも，【②】。しかし，【③】。したがって，【④】。」

Ⅰ 横領罪との関係においては，預金口座の名義人に正当な払戻し権限が（ ）場合

に，預金債権に対する管理，占有，ひいては銀行が事実上占有する金銭に対する預

金額の限度での（ ）という観念をいれる余地がある

Ⅱ 預金口座の名義人と銀行との関係は，前者に正当な払戻し権限が（ ）場合であ

っても，（ ）が成立しているだけであって，銀行の現金自動支払機内の現金は，

銀行の管理ないし占有に属すると解するのが相当である

Ⅲ 本件については，（ ）の成立する余地はなく，（ ）が成立する

Ⅳ 本件は，送金銀行の手違いにより，甲の預金口座に入金があったにすぎず，甲に

は正当な払戻し権限が（ ）と解すべきであるから，現金自動支払機内の現金につ

いて，甲が（ ）を取得することもない

［語群］Ａ ある Ｂ ない Ｃ 事実上の占有 Ｄ 法律上の占有

Ｅ 占有離脱物横領罪 Ｆ 背任罪 Ｇ 窃盗罪 Ｈ 横領罪

Ｉ 電子計算機使用詐欺罪 Ｊ 債権債務関係

１．Ａ－Ｃ－Ｅ－Ｉ ２．Ａ－Ｊ－Ｈ－Ｅ ３．Ｂ－Ｃ－Ｅ－Ｇ

４．Ｂ－Ｄ－Ｆ－Ｈ ５．Ｂ－Ｄ－Ｈ－Ｇ



- 26 -

〔Ｎo.４５〕 下記アないしカの文章から最も適切なものを選んで「（Ａ）。しかし，（Ｂ）。こ

れに加えて，（Ｃ）。これに対して，（Ｄ）。（Ｅ）。」の（ ）内に入れると，法

人の犯罪能力を論じた記述となる。ＡないしＥに入る文章を順に並べた組合せとして

正しいものはどれか。

ア 法人の犯罪能力を肯定した上で，両罰規定は，事業主として従業者の違反行為を

防止するために必要な注意を尽くさなかった選任監督上の過失を推定した規定，す

なわち，事業主の過失犯を処罰したものと解し，事業主はこの点について注意を尽

くしたことを証明すれば免責されると解することで責任主義との調和を図ることが

できる

イ 法人の犯罪能力については，これを否定する見解がある

ウ 過失推定説に対しては，無過失の立証責任を事業主に負わせるのは，「疑わしき

は被告人の利益に」という刑事裁判の原則に反するとの批判がある

エ 否定する見解は，法人の処罰は刑事犯では認められないが，行政犯という特殊な

法領域では認められると反論している。しかし，この反論に対しては，そもそも刑

事犯と行政犯の区別自体が相対的・流動的なものであるという批判が可能である

オ 否定する見解は，現代社会において法人の果たす役割の重要性や企業の事業遂行

あるいは企業戦略の一環として法人が主体となった犯罪現象が存在するのを看過す

るものといわなければならないであろう

カ 否定する見解は，両罰規定に基づいて事業主である法人が処罰される根拠をどの

ように説明するのであろうか。法人は犯罪主体とはなり得ないが，受刑主体にはな

り得るとするのであれば，行為を処罰するという近代刑法の基本原則に反するもの

といわなければならないであろう

１．ア－ウ－エ－オ－カ ２．ア－ウ－カ－エ－オ ３．イ－オ－カ－エ－ア

４．イ－オ－カ－エ－ウ ５．イ－カ－ア－エ－オ

〔Ｎo.４６〕 下記の記述の（ ）内には下記語句群から，【ア】ないし【ウ】内には下記Ａない

しＤの結論の中から，それぞれ適切なものが入る。【 】内に入るべき結論の組合せ

として正しいものはどれか。

事例Ⅰ 甲は，自動車を脇見運転したため，路上の乙に気付かず，乙をはねて傷害を

負わせたが，実は乙は甲に対してけん銃を発射する直前であった。

事例Ⅱ 警察官甲は，刀を振り上げて襲い掛かってきた乙をけん制するためけん銃を

乙に向けたが，誤って引き金を引いてしまい，弾丸を乙の右腕に命中させた。

「各事例においては，いずれも過失行為による正当防衛が問題となるが，正当防衛

の要件として防衛の意思を（ ）立場からは【ア】。これに対し，正当防衛の要件と

して防衛の意思を（ ）立場では，防衛の意思の内容をどう考えるかにより結論が異

なる。防衛の意思の内容を（ ）であると解する立場からは【イ】が，（ ）は必要

でなく，（ ）で足りると解する立場からは【ウ】。」

［語句群］ 必要とする 必要としない 急迫不正の侵害に対応する意識

防衛の意図・動機

Ａ 事例Ⅰ及び事例Ⅱのいずれも正当防衛は成立し得ない

Ｂ 事例Ⅰでは正当防衛は成立し得ないが，事例Ⅱでは成立し得る

Ｃ 事例Ⅰでは正当防衛が成立し得るが，事例Ⅱでは成立し得ない

Ｄ 事例Ⅰ及び事例Ⅱのいずれも正当防衛が成立し得る

１．ア－Ａ，イ－Ｄ，ウ－Ｂ ２．ア－Ａ，イ－Ｄ，ウ－Ｃ

３．ア－Ｄ，イ－Ａ，ウ－Ｂ ４．ア－Ｄ，イ－Ａ，ウ－Ｃ
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５．ア－Ｄ，イ－Ｂ，ウ－Ａ

〔Ｎo.４７〕 次の文章の（ ）内に，下記語群から最も適切な語を補充して文章を完成させた場

合，使用回数が３回となる語の組合せとして正しいものはどれか。

「（ ）時の法定刑が（ ）時の法定刑より重い場合に，（ ）時の罰則を適用す

る旨の規定を設けることは，（ ）に反するのに対し，（ ）時の法定刑が（ ）時

の法定刑より重い場合に，規定を設けて（ ）時の罰則を適用することは，（ ）に

反しない。しかし，後者の場合に，上記の趣旨の規定がないときは，法を（ ）規範

と考えるとしても，刑法第６条により，刑の（ ）があった場合として軽い（ ）時

の罰則が適用される。（ ）時に罰則が存したが，（ ）時に罰則がなくなった刑の

（ ）の場合は，法を（ ）規範と考えれば当然（ ）であるし，法を（ ）規範と

考えても，刑の（ ）の場合との均衡や刑法第６条の趣旨からして（ ）と考えるの

が妥当であろう。もっとも，この場合も，規定を設けて処罰することとしても（ ）

には反しない。平成７年の刑法改正において尊属傷害致死罪の規定が削除され，改正

前の（ ）についても適用されないこととされたが，同罪と単純傷害致死罪は実質的

に（ ）の構成要件であり，（ ）時に尊属傷害致死罪に該当したものが（ ）時に

単純傷害致死罪に該当することになったと考えると，これは刑の（ ）であると理解

される。しかし，改正前の両罪の客体や法定刑が異なることから，両罪は（ ）の構

成要件であると考えると，これは刑の（ ）であると理解されよう。」

［語群］ａ 行為 ｂ 裁判 ｃ 廃止 ｄ 変更 ｅ 罪刑法定主義

ｆ 不可罰 ｇ 別個 ｈ 同一

１．ｃ ｄ ２．ｃ ｅ ３．ｃ ｆ ４．ｄ ｅ ５．ｄ ｆ

〔Ｎo.４８〕 暴行罪における暴行の意義及び傷害罪の性質に関するＡないしＣの各説があるとし

て，事例ⅠないしⅢの乙に対する暴行罪及び傷害罪の成否に関する下記①ないし⑥の

記述のうち，誤っているものは何個あるか。

Ａ 暴行罪の暴行は身体に向けた有形力の行使をいい，傷害罪は傷害の故意がある場

合に限り成立する犯罪である。

Ｂ 暴行罪の暴行は身体に向けた有形力の行使をいい，傷害罪は傷害の故意がある場

合のほか暴行罪の結果的加重犯を含む。

Ｃ 暴行罪の暴行は身体に向けた有形力の行使のほか，無形力の行使も含み，傷害罪

は傷害の故意がある場合のほか暴行罪の結果的加重犯を含む。

Ⅰ 甲は，木造アパートの隣室の乙に嫌がらせをするため，毎夜ステレオの音量をい

っぱいに上げて乙をノイローゼにしたが，甲には乙を傷害する故意はなかった。

Ⅱ 甲は，乙をノイローゼにしてやろうと考えて毎夜無言電話を繰り返し，乙をノイ

ローゼにした。

Ⅲ 甲は，路上で乙の顔面を平手で強くたたいたところ，乙はよろめいた拍子に石に

つまずいて転倒し，右腕を骨折したが，甲には傷害の故意はなかった。

① Ａ説によれば，事例Ⅰでは傷害罪が成立する。

② Ａ説によれば，事例Ⅲでは暴行罪，傷害罪のいずれも成立しない。

③ Ｂ説によれば，事例Ⅱでは暴行罪，傷害罪のいずれも成立しない。

④ Ｂ説によれば，事例Ⅲでは傷害罪が成立する。

⑤ Ｃ説によれば，事例Ⅰでは暴行罪，傷害罪のいずれも成立しない。

⑥ Ｃ説によれば，事例Ⅲでは傷害罪が成立する。

１．１個 ２．２個 ３．３個 ４．４個 ５．５個
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〔Ｎo.４９〕から〔Ｎo.５０〕まで

〔Ｎo.４９〕 次の文章中の（ ）内に，適切な語を補充して正しい文章を完成させる場合，下記

語群の語をできるだけ多く用いるものとすれば，それ以外の語を用いなければならな

い（ ）の数は何個か。

「刑法第３６条第２項の過剰防衛における刑の（ ）的減免の根拠については，

（ ）が減少するからだとする立場，（ ）が減少するからだとする立場及び（ ）

と（ ）の双方が減少するからだという立場がある。第１の立場は，過剰防衛におい

ては犯罪は成立するが，緊急事態における行為であるから驚愕等のため冷静な判断を

することができなかったとしても（ ）の度合いは弱く，（ ）が減少しているから

刑の減免が認められるとする。第２の立場は，過剰防衛においても防衛行為者の

（ ）が維持されたという効果が生じた点において（ ）の減少が認められるので，

刑の減免が認められるとする。第３の立場は，第２の立場が指摘するように，過剰防

衛も（ ）を維持したという側面において（ ）の減少が認められることは（ ）で

きないが，他方，（ ）により刑の減免が認められていることからすれば，行為者が

驚愕等の心理状態に陥っていることが減免の根拠となっていることは（ ）できず，

（ ）の減少も根拠となるとする。いわゆる誤想過剰防衛の取扱いにつき，第１の立

場を徹底すれば，行為者が驚愕等の心理状態にある以上，（ ）の減少があるから，

過剰防衛としての刑の減免を（ ）する余地があることになろう。第２の立場では，

そもそも「急迫不正の侵害」がないから（ ）の減少の前提を欠き，過剰防衛として

の刑の減免を（ ）することになろう。第３の立場では，（ ）の減少の側面からは

過剰防衛による刑の減免を（ ）する余地はないようにも思われるが，（ ）の減少

の側面で実質的に通常の過剰防衛と差異がない場合には，刑の均衡上，刑の減免を

（ ）する余地があると解することも可能であろう。」

［語群］肯定 否定 違法 責任 非難

１．１個 ２．２個 ３．３個 ４．４個 ５．５個

〔Ｎo.５０〕 次のアないしカは，上記第１ないし第３の立場と，下記Ａ又はＢの考え方の組合せ

であるが，「共同正犯における過剰防衛の成否は各人ごとに個別的に考えるべきであ

る。」との結論を導く理由となり得ない組合せは何個あるか。

Ａ 共同正犯者間では，違法及び責任の程度は個別的に考えるべきである。

Ｂ 共同正犯者間では，違法の程度は連帯的に，責任の程度は個別的に考えるべきで

ある。

ア 第１の立場－Ａ イ 第２の立場－Ａ ウ 第３の立場－Ａ

エ 第１の立場－Ｂ オ 第２の立場－Ｂ カ 第３の立場－Ｂ

１．０個 ２．１個 ３．２個 ４．３個 ５．４個

〔Ｎo.５１〕 共犯の処罰根拠に関するＡ及びＢの考え方があるとする。次の記述は，事例Ⅰない

しⅢにおける甲の処罰に関するものである。（ア）ないし（ウ）に入れるべき語の下

記①ないし⑤の組合せのうち，正しいものは何個あるか。

「甲が教唆犯として処罰されるか否かは，共犯の従属性，構成要件の解釈，違法性

阻却の問題等についての理解いかんによって結論が左右され，共犯の処罰根拠論だけ

で結論が導かれるものではないが，その点は一応度外視し，共犯の処罰根拠という観

点だけからすると，（ア）の甲については，（イ）は共犯として処罰する方向を志向

するが，（ウ）は処罰しない方向を志向するといえよう。」

Ａ 正犯を介し，自ら法益を侵害して結果不法を惹起している点に処罰根拠があり，

その違法性は共犯固有のものである。
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Ｂ 正犯の法益侵害に関与し，正犯の結果不法を共に惹起している点に処罰根拠があ

り，その違法性は固有のものではなく，正犯の不法により根拠付けられる。

Ⅰ 公務員甲は，妻の乙をそそのかして，業者丙から賄賂を収受させた。

Ⅱ 甲は，乙に依頼して，甲自身を車ではねさせ，瀕死の重傷を負った。

Ⅲ 甲は，乙をそそのかして，乙の右手小指を切断させた。

①ア＝事例Ⅰ，イ＝Ａ説，ウ＝Ｂ説 ②ア＝事例Ⅱ，イ＝Ａ説，ウ＝Ｂ説

③ア＝事例Ⅱ，イ＝Ｂ説，ウ＝Ａ説 ④ア＝事例Ⅲ，イ＝Ａ説，ウ＝Ｂ説

⑤ア＝事例Ⅲ，イ＝Ｂ説，ウ＝Ａ説

１．０個 ２．１個 ３．２個 ４．３個 ５．４個

〔Ｎo.５２〕 共犯の罪数に関する次の見解を前提とした場合，以下の①ないし⑤のうち，明らか

に誤っているものの組合せはどれか。

「幇助罪の個数は，正犯の罪のそれに従って決定される。幇助罪が数個成立する場

合において，それらが刑法第５４条第１項にいう１個の行為によるものであるか否か

は，幇助行為それ自体についてみるべきである。」

① 幇助行為が１回しか行われなかった場合でも，これにより正犯が数罪を犯したと

きは，幇助罪が数罪成立する。

② 幇助行為が数回行われた場合には，正犯の実行行為が単純な一罪を構成するにす

ぎないときでも，幇助罪が数罪成立する。

③ 牽連犯の関係にある正犯の行為を各別の行為によって幇助した場合には，幇助罪

が数罪成立する。

④ 正犯の罪が科刑上一罪の関係にあり，それを１個の行為によって幇助した場合，

数個の幇助罪が成立し，これらは観念的競合の関係に立つ。

⑤ 正犯が複数いる場合に，それぞれの罪を１個の行為によって幇助したときは，幇

助罪が数罪成立し，これらは併合罪の関係に立つ。

１．① ④ ２．① ⑤ ３．② ③ ４．② ⑤ ５．③ ④

（参照条文）

刑法第５４条第１項 １個の行為が２個以上の罪名に触れ，又は犯罪の手段若しくは結果で

ある行為が他の罪名に触れるときは，その最も重い刑により処断する。

〔Ｎo.５３〕 死者の占有に関し，ⅠないしⅢの見解があるとして，これらに基づいて①ないし③

の事例を検討した下記の文章の（ ）に適切な罪名を入れた場合，その種類は何個あ

るか。

Ⅰ 死者には占有がなく，生前の占有の継続もないとする見解

Ⅱ 死亡直後においては死者にも占有があるとする見解

Ⅲ 死者には占有はないが，行為者の被害者に対する侵害行為を全体的に観察し，死

亡直後であれば生前の占有が継続するとする見解

① 初めから財物奪取の意思で被害者を殺害して財物を奪う場合

② 被害者を殺害した後に財物奪取の意思を生じ，その直後に自ら財物を奪う場合

③ 被害者を殺害した者以外の第三者が，死亡直後に死者から財物を奪う場合

「Ⅰの見解によると，事例①では（ ）が成立し，事例②では（ ）と（ ）が成

立する。Ⅱの見解によると，事例①では（ ）が成立するが，事例②では（ ）と

（ ）が成立するとの考え方のほか，（ ）と（ ）が成立するとの考え方もあり得

る。Ⅲの見解によると，事例①では（ ）が成立するが，事例③では（ ）が成立す

る。」

１．３個 ２．４個 ３．５個 ４．６個 ５．７個
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〔Ｎo.５４〕 以下のアないしオのうち，「公務員が，配置換えにより抽象的職務権限を異にする

役職に転じた後に前職当時の職務に関し金銭を収受した場合にも，単純収賄罪が成立

するとする立場」と明らかに矛盾するものは何個あるか。

ア 具体的職務権限が無くなっても抽象的職務権限が同一である場合に単純収賄罪が

成立するのは，公務の不可買収性，公務の公正が害されるからである。

イ 買収された職務は，前職当時，行為者の抽象的職務権限の範囲内になければなら

ない。

ウ 事後収賄罪の主体に現在公務員の身分を有している者を含めることは，文理上不

可能である。

エ 単純収賄罪の構成要件の「その職務」とは，「自己の職務」という意味であり，

「現在の職務」という意味に限らない。

オ 単純収賄罪においては，金銭授受と現在の職務との対価関係が必要である。

１．０個 ２．１個 ３．２個 ４．３個 ５．４個

〔Ｎo.５５〕 以下に掲げるのは，未成年者拐取罪（以下，「本罪」という。）の保護法益につき，

保護監督者の監護権のみであるか，未成年者の自由のみであるか，その両方であるか

に関し，それぞれ異なる見解に立つ学生ＡないしＣの会話の一部である。これを前提

にした場合，下記アないしオのうち，明らかに誤っているものは何個あるか。

Ａ： しかし，君たちの見解では，保護監督者は本罪の主体となり得ないことになる

のではないか。

Ｂ： いや，僕の見解では，未成年者の利益を害する場合には，保護監督者も本罪の

主体になり得る。

Ｃ： Ａ君の見解では，承諾能力のある未成年者が承諾すれば本罪が成立しないこと

になりそうだが，保護監督者の承諾がない場合には，本罪の成立を認めるべきで

はないか。

ア Ａの見解では，保護監督者のいない未成年者は本罪の客体たり得ないことになる。

イ Ｂの見解では，保護監督者のいない未成年者は本罪の客体たり得ないことになる。

ウ Ｃの見解では，保護監督者のいない未成年者は本罪の客体たり得ないことになる。

エ Ｂの見解では，保護監督者のいる未成年者は本罪の客体たり得ないことになる。

オ Ｃの見解では，保護監督者のいる未成年者は本罪の客体たり得ないことになる。

１．０個 ２．１個 ３．２個 ４．３個 ５．４個

〔Ｎo.５６〕から〔Ｎo.５７〕まで

下記事例について，〔Ｎo.５６〕及び〔Ｎo.５７〕の問いに答えよ。

（事例） 印鑑登録証明書発行の補助事務を担当する某市役所市民課係員甲は，内容

虚偽の同証明書を発行しようと企て，証明書用紙に虚偽の事項を書き込み，これを決

裁権限が付与されて市長印を保管している同課係長Ａに提出した。事情を知らないＡ

は，提出された証明書用紙に市長印を押印するなどして，印鑑登録証明書を発行した。

〔Ｎo.５６〕 次のアないしオの文章は，甲の罪責に関する記述を順不同に並べたものである。各

文章の（ ）内に，下記語群から適切な語を選んで入れた場合，最も多く使用される

語の使用回数は何回か。

ア 甲は印鑑登録証明書の発行権限がないという点では（ ）であるが，甲が公務員

であり，補助者とはいえ発行事務に関与している点に着目して，甲に（ ）の

（ ）が成立すると解することも可能である

イ 係長Ａに付与された権限に照らすと，Ａが発行した印鑑登録証明書は（ ）であ

るが，Ａにはその旨の認識がないから（ ）は成立しない
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ウ （ ）も（ ）を利用することによって保護法益を侵害することが可能であると

して（ ）を肯定する立場では，さらに（ ）との関係で検討が必要となる

エ 共犯の実行従属性を要求する立場からは，甲には（ ）の（ ）は成立しないの

で（ ）の成否が問題となる。しかし，（ ）は（ ）であることから，（ ）は

その実行行為を行い得ないとして成立を否定する立場によれば，甲には（ ）の

（ ）も成立しない

オ （ ）は重要な公文書についてのみ，その虚偽記載行為の（ ）的形態での犯行

態様を（ ）に比して著しく軽い法定刑で処罰しているから，それより重要性の低

い公文書に関する同様の犯行については処罰しない趣旨であると解すると，甲には

（ ）の（ ）は成立しないことになりそうである

［語群］ａ 偽造公文書 ｂ 虚偽公文書 ｃ 公文書偽造罪

ｄ 虚偽公文書作成罪 ｅ 公正証書原本等不実記載罪 ｆ 教唆犯

ｇ 共同正犯 ｈ 間接正犯 ｉ 真正身分犯 ｊ 不真正身分犯

ｋ 自手犯 ｌ 身分者 ｍ 非身分者

１．４回 ２．５回 ３．６回 ４．７回 ５．８回

〔Ｎo.５７〕 上記アないしオの文章を，下記（Ａ）ないし（Ｅ）に正しく入れると，甲の罪責に

関する記述になる。（Ｂ）及び（Ｄ）に入れるべき文章の組合せとして正しいものは

どれか。

「（Ａ）。したがって，（Ｂ）。これに対し，（Ｃ）。（Ｄ）。もっとも，（Ｅ）。」

１．Ｂ：ア，Ｄ：ウ ２．Ｂ：ア，Ｄ：オ ３．Ｂ：ウ，Ｄ：イ

４．Ｂ：エ，Ｄ：ウ ５．Ｂ：エ，Ｄ：オ

〔Ｎo.５８〕 次のⅠないしⅢの事例に関するアないしオの記述のうち，誤っているものは何個あ

るか。

Ⅰ 参考人が捜査官に対して内容虚偽の事実を供述したにすぎない場合

Ⅱ 参考人が内容虚偽の事実を記載した書面を自ら作成し，捜査官に提出した場合

Ⅲ 参考人が捜査官に対して内容虚偽の事実を供述し，その供述内容を記載した供述

録取書（供述調書）を捜査官に作成させた場合

ア 刑法第１０４条の「偽造」は証拠自体の偽造を指し，虚偽の供述だけではこれに

当たらないと解すると，ⅠないしⅢのいずれの場合も証拠偽造罪は成立しない。

イ Ⅱの場合に証拠偽造罪の成立を認め，Ⅲの場合にその成立を認めない見解に対し

ては，刑事司法手続に与える影響の点では両者に差はないとの批判が可能である。

ウ Ⅰの場合に証拠偽造罪が成立しないとの見解に立っても，参考人が被疑者の所在

について故意に虚偽の供述を行った場合には犯人隠避罪が成立し得る。

エ 参考人が刑法第１０４条の「他人の刑事事件に関する証拠」に当たるとすると，

Ⅰの場合には証拠偽造罪が必ず成立する。

オ 証拠偽造罪と偽証罪とが一般法と特別法の関係にあるとの見解に立てば，Ⅰの場

合には証拠偽造罪は成立し得ない。

１．１個 ２．２個 ３．３個 ４．４個 ５．５個

（参照条文）

刑法第１０３条 罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し，又

は隠避させた者は，（以下略）

刑法第１０４条 他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し，偽造し，若しくは変造し，又は偽

造若しくは変造の証拠を使用した者は，（以下略）

刑法第１６９条 法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは，（以下略）
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〔Ｎo.５９〕 下記アないしオの文のうち適切なものを以下の①及び②の文章の（ ）の中に入れ

ると，被害者を強姦した後に金品奪取の犯意を生じ，被害者が失神しているものと誤

認しながら奪取行為に及んだ甲について，強盗罪の成立を肯定する文章と否定する文

章が完成する。（ ）に入る文を順に並べた組合せとして最も適切なものはどれか。

① 「強盗罪における暴行又は脅迫は，財物奪取の目的をもってなされる必要がある。

しかしながら，（ ）。もっとも，このような立場によっても，（ ）。したがっ

て，本件では甲に強盗罪は成立しない。」

② 「強姦罪と強盗罪とは，目的・法益の点においては違いがある。しかしながら，

（ ）。このような立場によれば，（ ）。したがって，本件では甲に強盗罪が成

立する。」

ア 既に加えられた暴行・脅迫により被害者が抵抗困難な状況に陥っている場合には，

犯人のささいな言動も被害者の反抗を抑圧するに足りる脅迫になり得る

イ 暴行・脅迫を受けた被害者が，個々の奪取行為を認識している必要はない

ウ 暴行・脅迫を手段として被害者の意思を制圧し，その法益を侵害するという点に

おいては共通しており，犯罪構成要件の重要な部分である暴行・脅迫の点で重なり

合いがある

エ 被害者が失神状態にあると犯人が認識している事案においては，そのような暴行・

脅迫の犯意を認定することはできないことになる

オ 強姦の犯意で暴行・脅迫に及んで抗拒不能とした後，現場離脱の前に金品奪取の

犯意を生じ積極的にこの状態を利用するときは，先の暴行・脅迫をそのまま強盗の

手段としての暴行・脅迫と評価することができる

１. ア－エ－ウ－オ ２. ア－オ－エ－ウ ３. イ－エ－ウ－オ

４. ウ－エ－ア－イ ５. ウ－オ－ア－エ

〔Ｎo.６０〕 「電車内で乗客乙の財布を盗んだ甲が，財布を盗まれたことに気付いた乙から腕を

つかまれたので，まず，相手方の反抗を抑圧するには至らない程度の暴行（第一暴

行）を加えて逃走し，さらに追ってきた乙に対してその反抗を抑圧する程度の暴行

（第二暴行）を加えたため，乙に傷害を負わせたが，その傷害はどちらの暴行から生

じたか分からない。」という事案における甲の罪責について，学生ＡないしＥが以下

のような結論を述べたのに対し，教授がそれぞれについてアないしオの論評をした。

アないしオの（ ）内に入る学生を順に並べた場合の組合せとして正しいものはどれ

か。

Ａ：事後強盗致傷 Ｂ：暴行と事後強盗の併合罪 Ｃ：傷害と事後強盗の併合罪

Ｄ：傷害と事後強盗の包括一罪 Ｅ：傷害と事後強盗致傷の併合罪

ア （ ）君は，第一暴行と第二暴行は別罪として評価しているが，傷害については

「疑わしきは被告人の利益に」の原則を徹底したようですね。

イ （ ）君は，第一暴行と第二暴行は別罪として評価しているが，傷害の結果につ

いて過重な責任を認めることになる場合が出てくるのではないですか。

ウ （ ）君は，第一暴行と第二暴行を一体のものと判断したようですね。

エ （ ）君の考え方に対しては，身体犯と財産犯の罪質の違いを軽視しているので

はないかとの批判が考えられますね。

オ （ ）君は，第一暴行と第二暴行は別罪と考えた上で，第一暴行から致傷結果が

生じたと擬制したことになりますね。

１．Ｂ－Ｃ－Ａ－Ｄ－Ｅ ２．Ｂ－Ｅ－Ａ－Ｄ－Ｃ ３．Ｂ－Ｅ－Ｃ－Ａ－Ｄ

４．Ｃ－Ａ－Ｅ－Ｂ－Ｄ ５．Ｃ－Ｄ－Ｂ－Ｅ－Ａ


